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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年７月１４日（木）１６：３０～１８：５５ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子力安全・保

安院）、坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会

事務局）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

ただ今から、政府・東京電力統合対策室合同記者会見を開催いたします。 

事前にメールで御案内させていただきましたが、本日、細野大臣においては、

公務のため欠席をされます。それでは、早速でございますが、次第に従って進

めさせていただきたいと思います。まずは、環境モニタリングについてです。

東京電力より説明いたします。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本でございます。それでは、発電所敷地周辺の空気と海水のモ

ニタリングの状況につきまして御報告させていただきます。まず 1 点目は、資

料のタイトルを申し上げますと『福島第一原子力発電所敷地内における空気中

の放射性物質の核種分析の結果について』第 111 報になります。こちらの方は、

発電所の西門、それからモニタリングポストの 1 番でのダストのサンプリング

を行っているものになります。ページをめくっていただきまして、それぞれの

核種分析の結果でございますが、検出限界未満ということでございます。経時

変化につきましては、これまでと同様、大きな変化はございません。横ばいな

いしは減少傾向ということになります。なお、これまで 2 号機の窒素封入の関

係で、ここ 2 週間ほど 2 号機に対しまして、風下のところを移動式モニタリン

グカーでダストのサンプリングを行っておりましたけれども、経時変化を見て

分かるとおり、大きな変化がないということで、昨日からサンプリングを中止

いたしております。なお、本日 3号機の窒素封入を行いますので、その際には 3

号機から見て風下側のダストサンプリングを継続することになります。それか

ら、海水の状況になります。資料のタイトルを申し上げますと、『福島第一原子

力発電所付近の海水からの放射性物質の検出について』ということで、サブタ

イトルが第 113 報になります。発電所の沿岸部 4 か所、それから沖合の各地点
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におきます海水のサンプリング結果になります。ページをめくっていただきま

して、2枚目の表面のところから測定結果を書かせていただいておりますけれど

も、ほぼ ND というような状況になっております。経時変化につきましては、3

枚目の表面、下の段からグラフ化して記載させていただきました。東京電力か

らは以上でございます。 

 

○司会  

次に、文部科学省からの説明となります。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の坪井でございます。お手元に「環境モニタリングの結果につい

て」という資料をお配りしております。まず、全国的な調査ということで都道

府県別の環境放射能水準調査、それから全国の大学の協力による空間放射線量、

定時降下物、上水と、いずれも大きな変化はございません。また、発電所周辺

の空間線量率、積算線量、ダストサンプリングについても特に大きな変化はご

ざいません。海域の調査の方で、41 ページからが海底土の 4 回目の測定結果を

付けてございます。いずれもセシウムについて値が検出されております。43 ペ

ージ以降に、過去のこれまでの経緯を付けてございます。ここはちょっと場所

によって余り変化がないところ、主に減っているところ、また逆に増えている

ところとか、ちょっと場所によってそれぞれ傾向は違うような状況がございま

す。それから、ちょっと別冊の方でございますけれども、4ページに環境省が行

われた地下水の第 3 回目の調査結果を憑けてございます。いずれも不検出とい

うことでございますが、今回は計画的避難区域、それから緊急時避難準備区域

の中でも測定されたということでございます。文部科学省からは以上でござい

ます。 

 

○司会  

続きまして、原子力安全委員会からの説明となります。 

 

○原子力安全委員会 

原子力安全委員会事務局の加藤です。私からは、まず「環境モニタリング結果

の評価について」という 7月 14 日付の原子力安全委員会の紙 1枚で裏表にコピ

ーしてございます。それと、参考資料ということで、こちら 1枚目が A4 横長で、

福島県の地図になっております。これを用いて説明いたします。 

資料の 1 の空間放射線量、それから 2 の空気中の放射性物質濃度は特段大き

な変化はございません。それから、3の航空モニタリングについてでありますけ
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れども、本日の午後開かれました安全委員会におきまして、文科省の方から前

回との比較などについての追加の情報も含めた報告をいただきました。それを

踏まえて、明日のバージョンでは安全委員会としての評価をお示ししたいと思

います。4 の環境試料でございますが、こちらの参考資料の 10 ページをごらん

いただきますと、発電所から 30 キロ圏内の周辺の海で、東京電力の方で 7 月 8

日～11 日にかけて採取した海水中の放射性物質についての分析結果です。幾つ

かのポイントでセシウムが検出されておりますけれども、全て濃度限度以下で

あるという状況であります。それから、最後に全国の放射能水準調査の状況で

ありますけれども、特段、大きな変化がないということであります。 

それから、この場をお借りいたしまして、昨日、全交流電源喪失実証検討ワ

ーキンググループの報告書に関して幾つか調べてお答えしますということにさ

せていただいていましたことについて、分かる範囲でお答えしたいと思います。

まず、この報告書が出てきた経緯ということでありますけれども、安全委員会

では今回の事故を踏まえまして、安全設計審査指針、それから耐震設計審査指

針の見直しが必要だと、こういう方針はかなり早い時期に固めていたわけであ

りまして、事務局の中で過去の経緯に関する資料をよく探すようにということ

をこれは安全委員の方から指示がありまして、指針を担当する課では、自分の

課の管理している行政文書をいろいろ調べていたところであります。そうした

中で、過去、安全委員会で全交流電源喪失事象について検討した報告もあるら

しいということは分かったんですけれども、そこの課と実際保管していた課が

違いまして、その段階では見つからなかったと。しかるに、6 月に入りまして、

行政文書開示請求がありまして、そこではこのワーキングの名前、それからそ

の上の専門部会の名前もきちっと指定して開示請求がありまして、それを見て

担当課が別の課だということが分かりまして、調べましたところ、きちんと行

政文書として管理されていた状態でロッカーに入っていたということでありま

す。 

それで、あとこの議事録があるかということでありますけれども、現在の議

事録は一人ひとりの方の御発言まで書いてあるわけですけれども、昔の時代で

すので、何々について審議したとか、そういう程度のものであります。今で言

えば議事概要にもなるかならないかですけれども、そういったものは一応ござ

いました。そこについては、今、個人情報などの関係で非開示情報があるかど

うか精査しておりまして、できるだけ速やかに公表したいと思います。 

それから、当時、こういった検討を行っていること自体は世の中に知らされ

ていたのかというお尋ねがございましたけれども、これは結果としては知らさ

れてございませんでした。それで、実は原子力安全委員会での情報公開、ある

いはオープンということについては 96 年 12 月に大きな方針変換があって今の
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形になりましたが、その前はどうだったかといいますと、安全委員会の会議そ

のものは非公開で行っていた。それから、毎回の会議の議事録と当時は言って

いましたけれども、今で言えば議事概要みたいなものです。それですとか、資

料、あと委員会の下の専門部会で検討した報告書がまとまった場合、こういっ

たものは原子力安全委員会月報という、1月に 1回、出版物を出しておりました

けれども、そこに全て収録されているという状況でございました。委員会の下

の専門部会、更にはその下に何かつくった場合は、やっていること自体、非公

開であったということであります。そういう状況だったんですけれども、95 年

の暮れに「もんじゅ」の事故がございまして、情報公開の関係でも非常に問題

があったということで、情報公開、また意思決定過程の透明性を高めるという

ことで、96 年 12 月以降は安全委員会の会議そのもの、それからその下の専門部

会については会議と資料を全部公開する。それから議事録もお一人おひとりの

発言が分かるようにするというような対応になってきているわけであります。

それから、加えてオープンさということで、専門部会報告などをまとめる際に

は意見公募を行うというようなことも 96 年 12 月からそういう取組みを始めて

いるところであります。 

本日のところで判明いたしましたところは以上のとおりでございます。私か

らは以上です。 

 

○司会  

続きまして、各プラントの状況についての説明にまいります。東京電力より

説明いたします。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

 それでは、東京電力から、福島第一原子力発電所の状況につきまして御報告

させていただきます。まず、資料のタイトルを申し上げますと、『福島第一原子

力発電所の状況』ということで、AA4 縦の 1枚もの、裏表の資料を御確認くださ

い。タービン建屋地下の溜まり水の処理の状況でございますけれども、こちら

は昨日 13 時 7 分のベッセル交換に伴うフラッシング中に、薬液注入ラインから

漏えいがございまして、水処理装置の方は停止したままになっております。こ

ちらに関しましては、午前中の会見で漏えい箇所等について御説明させていた

だきましたけれども、本日 12 時 7 分に当該の漏えい箇所に関しましては接続金

具をステンレス製のものに交換が終わりまして、現在、復旧に向けて仕事の方

を進めていることになります。こちらに関しましては、10 時 30 分から 12 時 30

分にかけまして、約 2 時間でございますけれども、交換作業の方を行っており



5 

 

ます。空間線量が非常に高かったものですから、10 人の作業員が交代で、1 人

約 2分を目途に仕事をして交換作業を行っております。1人当たりの被ばく線量

に関しましては約 4mSv という状況でございました。今後、リークチェック等を

行った後、システムの方の再起動をしていきたいというふうに考えております。

続きまして、トレンチ立坑、各建屋の溜まり水の移送状況に関しましてはこの

表のとおりです。また、トレンチ立坑、タービン建屋の推移につきましては、

会見終了時に最新値をお届けしたいと思っております。裏面の方にまいりまし

て、放射性物質のモニタリングの状況、使用済燃料プールの冷却、圧力容器の

注水、原子炉の状況、それから格納容器の窒素ガスの封入につきましてはこの

表のとおりです。その他の工事でございますけれども、がれきの撤去など、本

日分の作業実績につきましては、こちらも会見終了時までに作業実績を御案内

したいというふうに思っております。なお、下から 4 行目でございますけれど

も、午前中の会見で御連絡させていただいたおとり、予定どおり、今のところ

本日午後 8時を目途に、3号機の窒素封入を開始する予定で準備の方を進めてお

ります。開始いたしましたら、皆さまの方には速やかに御連絡させていただき

たいというふうに思っております。この資料につきましては以上でございます。

続きまして、モニタリングの状況です。資料のタイトルを申し上げますと『福

島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種

分析の結果について』、サブタイトルは 7月 13 日採取分になります。こちらは、

高濃度の汚染水を漏出させた関係で、防波堤の内側に対しまして毎日サンプリ

ングを行っているものになります。測定結果につきましては、2枚目の表面のと

ころから記載させていただいております。また、4枚目から経時変化の方を書か

せていただいております。兆候といたしましては、横ばいないしは減少傾向で

ございますので、高濃度の汚染水の漏出はないというふうに判断いたしており

ます。それから、本日は物揚げ場付近の海底土、土のサンプリングを行いまし

たので、その結果を 3 枚目の裏面のところで報告させていただきました。サン

プリング場所といたしましては物揚げ場でございまして、お手元の資料の一番

最後のページに概略図がございますけれども、シルトフェンスの外側になりま

す、港湾の周りにありますが、三角の印を付けた時点におきまして、7 月 12 日

にサンプリングをしたものでございます。ヨウ素に関しましては ND の状況でご

ざいましたが、セシウム 134、137 に関しましてはそれぞれ 1.3×105Bq/kg、1.5

×105Bq/kg というような状況でございました。なお、このサンプリング結果に

つきましては、沖合の 3km の地点におきます海底土に比べまして、約 2桁、100

倍程度大きい状況でございます。発電所に近い分だけ高濃度の汚染水の影響が

大きく出たのではないかというふうに判断いたしております。続きまして、サ

ブドレンの状況です。資料のタイトルを申し上げますと『福島第一原子力発電
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所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について』というこ

とで 7月 13 日採取分になります。こちらは週 3回、月・水・金曜日に測定いた

しましたものを公表させていただいているものになります。ページをめくって

いただきまして、2枚目の表面になりますけれども、2号機のサブドレンでセシ

ウムが 101 のレベルで検出されております。なお、経時変化につきましては、2

枚目の裏面のところからグラフ化させていただいておりますけれども、横ばい

ないしは減少傾向でございますので、タービン建屋の溜まり水が地下水側へ漏

出していないというふうに判断いたしております。それから、核種分析結果の

中でもう一種類ございますが、ダストになります。資料のタイトル『福島第一

原子力発電所原子炉建屋敷地内における空気中放射性物質の核種分析の結果に

ついて』ということで、A4 横の 1 枚ものになります。こちらは、3 号機の原子

炉建屋の上部のところでコンクリートポンプ車を使いましてダストのサンプリ

ングを行ったものになります。ヨウ素、それからセシウムの状況でございます

が、それぞれ 7月 12 日に 2回、13 日に 2回ということで 4回測定いたしました

けれども、それぞれ 106～105 といったレベルでございます。したがいまして、

空気中の濃度限度に対する割合といたしましては0.00～0.01というような状況

になります。今後、こういったデータを基に、実際に原子炉建屋からどれぐら

い放射性物質が現時点で放出されているかというような評価のデータとして活

用していきたいと思っております。それから、分析関係でもう一点ございます。

資料のタイトルを申し上げますと『当社福島第一原子力発電所における核種分

析結果の確報版について』ということで、6 月 18 日～7 月 1 日採取分というこ

とで、プレス文を用意させていただいております。こちらは、これまで公表さ

せていただいた分析結果は、主要 3 核種のみの結果でございましたが、そのほ

かのガンマ核種についても分析結果がまとまりましたので、本日公表させてい

ただきます。6 月 18 日から 7 月 1 日までに採取いたしました発電所敷地内の大

気、発電所付近等の海水、海底土、1～4 号機取水口付近等の海水、タービン建

屋付近等のサブドレン水、集中廃棄物処理施設付近のサブドレン水、茨城県沖

合の海水、及び宮城県沖の海水分析でございます。こちらの方を確報版という

形でまとめさせていただいております。皆さまのお手元には電子データの形で

配付させていただいておりますが、入り口付近に紙の打ち出しという形で 1 冊

御用意させていただいておりますので、お帰りの際等、御確認ください。なお、

今回の確報版におきましては、これまで主要 3 核種の速報版をお届けさせてい

ただいておりますけれども、速報版のデータの変更はございません。確報版と

速報版の方でのデータの変更はございません。それから、新たな状況といたし

ましては、サブドレンのところから銀 110m とテルル 129m それからテルル 129

といったものが確認されております。こちらに関しましては以前から見つかっ
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ておりますけれども、今回の核種分析の結果におきましても、引き続き見つか

っております。また、1～4号機の取水口付近の海水の中からマンガン 54 が見つ

かっておりますが、こちらは高濃度の汚染水が漏出した際に、タービン建屋に

そもそも含まれていた鉄さびのようなものが一緒に流れてきたのではないかと

いうふうに考えております。こちらに関しましては以上でございます。それか

ら、本日、新しい水処理システムということでサリーの現場公開をしておりま

すので、その中で少し皆さまへ御報告させていただきたいと思います。こちら

の方、セシウム除去装置サリーの概要ということで A4 横のカラーの 2枚ものを

御確認ください。まず、このセシウム除去装置サリーに関しましては、これま

でセシウム吸着塔キュリオンの製品、それから除染装置ということでアレバの

製品をそれぞれ直列につないで設置しておりましたけれども、新たにこのサリ

ーを導入いたしまして、水処理システムをより安定的に運用したいというふう

に考えております。特徴といたしましては、システムの構成が簡素であるとい

うことと、ベッセルそのものに、吸着塔ですね、そのものが鉛の遮へい板をそ

もそも持っているというような状況でございますので、取り扱いが容易という

ふうに考えてございます。右側に吸着塔のイメージが書いてございますけれど

も、高さが約 3.5m、直径が約 1.5m のものになります。こちらの方が 5台付いて

おりまして、中にゼオライトが入っておりまして、セシウムを吸着していくと

いうことになります。容量といたしましては、20～25㎥/hを 1系列流しまして、

トータル 1時間当たり 40～50 ㎥というような処理量を見込んでおります。ペー

ジをめくっていただきまして、概略系統図になりますけれども。それぞれポン

プから注入いたしまして、前にフィルターが 2 段、それから吸着装置が 5 段、

最後にフィルター1段ということで、全部で 8台の吸着塔が並んでいるという状

況になります。これらが 2系列ございまして、それぞれ 20～25 ㎥/h の給水をや

るということになります。それから、従来のキュリオン、それからアレバの処

理装置との取り合いになりますけれども、2 枚目の表面の方を御確認ください。

こちらは、水の流れからいたしますと、油分離装置を出た水がキュリオンの吸

着装置を通った後、サリーの吸着装置を通り、アレバの除染装置を通って、サ

プレッションプールサージタンクの BB に入るような構成になっております。基

本的にはこういう直列の構成になっておりますけれども、運用といたしまして

はサリーの単独運転、それからキュリオン、サリーといった直列運転といった

様々なパターンでの運用は可能というような配管の引き回しを行っております。

それで、最後に最終ページでございますが、現場の設置状況でございます。現

在、資材の搬入とそれぞれの設置工事を行っております。私どもといたしまし

ては 8 月上旬からのこのサリーの運転を目指して、今、現場工事を進めている

という状況でございます。それから、最後になりますけれども、お手元にもう 1



8 

 

種類写真を御用意させていただきました。福島第一安定化センターの状況とい

うことで、資料の方を配付いたしております。資料のタイトル『福島安定化セ

ンター』というふうに書いてございますけれども、正確には『福島第一安定化

センター』でございますので、申し訳ございませんが、訂正願います。真ん中

に写っておりますのが第一安定化センターの所長でございます小森になります。

こちらに関しましては、福島第二原子力発電所の従来の緊急時対策本部を改造

いたしまして、福島第一安定化センターということで利用いたしております。

それぞれ、7 月 13 日に撮られた写真でございますけれども、全体会議の風景と

いうことで写真を提供させていただきました。東京電力からは以上でございま

す。 

 

○司会  

説明は以上になります。これから質疑に入らせていただきたいと思います。 

毎回のことでございますが、質問事項は冒頭になるべくまとめていただくよう

お願いします。回答に対します再質問はお受けいたします。また、だれに対す

る質問であるかをはっきりと言っていただければと思います。それでは、質問

のある方は挙手をお願いいたします。それでは、そちらの 2 番目の男性の方。

それと斜め後ろの男性の方、お二人お願いします。 

 

＜質疑応答＞ 

○テレビ朝日 佐々木 

Ｑ：テレビ朝日の佐々木と申します。松本さんにお願いします。新しく導入し

たこの東芝のサリーなんですが、導入した経緯について、トラブルを繰り返

すから導入したのかという点と、あとほかのキュリオンですとかアレバの装

置と併用するのか、それともバックアップ的なものとして導入するのかとい

う点をお願いします。あと、東電としてストレステストに対して何らかの準

備をしているのかどうか、何らかの検討を進めているとか、そういうのはあ

るのでしょうか。あと、脱原発ということで話が進んでいるんですが、当然

そうなれば今度は化石燃料が一時的になり今後増えるかと思うんですが、そ

の辺どう考えているのかということをお願いします。 

 

Ａ：（東電）今回のサリーの設置目的につきましては、これは従来の設備の状況

が不十分だとか、あるいは故障が続いているわけで設置したものではござい

ません。もともと何らかの代替手段等を用意しておいた方が、水処理システ

ムの安定的な稼動が可能だろうというふうな形で検討を進めていたものでご

ざいます。特にキュリオン、アレバで問題があるというわけではございませ
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ん。それから、このサリーの運用でございますけれども、今の時点ではまだ

はっきりとした運用方針が決まっておりません。まだキュリオンとアレバの

水処理設備の運用状況ですとか、今後行いますサリーの試運転等を見ながら

運用の方針を決めていきたいというふうに考えております。したがいまして、

今月下旬からは通水試験等、一部始まってまいりますけれども、そういった

ものを踏まえまして決めたいというふうに思っております。それから、スト

レステストの準備でございますけれども、今のところ具体的なストレステス

トの内容、それからスケジュール等につきましては、まだ原子力安全・保安

院さんとよく相談させていただきながら進めていきたいというふうに考えて

おります。現時点では緊急安全対策で報告させていただいた内容ですとか、

アクシデントマネジメントのさらなる高度化といった諸対策の方を着実に進

めていきたいというふうに考えております。それから、脱原子力というお話

でございますけれども、今のところ、当社といたしましては、福島第一原子

力発電所の事故の収束に向けまして全力を挙げて取り組んでいるというとこ

ろでございますので、国の原子力政策そのものに関しまして何か言及すると

いうことはございません。いずれにいたしましても、今後、日本のエネルギ

ー供給の大きな在り方を左右する問題でございますので、今後の議論に当た

りましては安定供給の面、それからお客様への影響、日本固有の事情などを

踏まえまして、幅広い視点での議論が必要ではないかと思っております。 

 

Ｑ：済みません、あと 1点お願いします。窒素封入、3号機は今夜から始まると

思うんですが、それをもってステップ 1 を終了と捉えるのかどうかという点

をお願いします。 

 

Ａ：（東電）ステップ 1 で現在考えております諸対策につきましては、今回の 3

号機の窒素封入で基本的には大きな山を越えたというふうに考えてございま

す。しかしながら、こちらに関しましてはステップ 1の総括というとで 19 日

にとりまとめて公表させていただきたいと思っておりますので、この 20 時の

窒素封入をもってステップ 1終了ということではないと考えています。 

 

○司会  

では、斜め後ろの男性の方、お願いします。 

 

○質問者不明 

Ｑ：アレバの汚染水の浄化装置の薬液漏れの交換の件ですけれども、これは再

稼動に向けて、今、準備中ということでしたけれども、もうリークチェック
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は終わっているんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）恐らく今、リークチェックをやっているところだと思います。こち

らの方も、会見中、若しくは会見終了後でも再起動したものに関しましては

御連絡させていただきたいと思います。 

 

○司会 

 それでは御質問ある方。では、前の男性の方と、それと後ろの男性の方、2人

続けてお願いします。 

 

○東京新聞 菊谷 

Ｑ：東京新聞の菊谷と申しますが、松本さんにお尋ねしたいんですけれども、

昨日、東電の方から厚労省に 3月、4月分の作業員の方の被ばく状況をまとめ

られた報告をされていますが、依然 1,500 人強以上の方が被ばく量が確定さ

れていないという状況なんですけれども、工程表のステップ 1 の絡みにもな

るんですが、6月の改定時のときに、作業員の環境改善ということで、ホール

ボディカウンター配置の増強を 7 月末目途と工程表にも書かれていますけれ

ども、現状をこの 1 か月間、ホールボディカウンターの数がどれぐらい増え

たのかということと、昨日の報告書で一応 8 月までに 1,500 人以上の方の被

ばくの確定を終えたいような図表があったと思うんですけれども、大体 8 月

いっぱいかかるのか、その 2点についてお聞きします。 

 

Ａ：（東電）ホールボディカウンターの増設に関しましては、以前公表させてい

ただいたとおり、今月末までに、今 J ヴィレッジに 1 台、それから福島第一

から 3 台、福島第二から 1 台の 4 台、それから新たに購入する分で 1 台とい

うことで、6台が8月上旬までに設置する予定でございます。したがいまして、

今後は作業員の方々の内部被ばくの特定に関しましては、ホールボディ上の

台数の問題は無いというふうに考えておりますし、今、6月 8日からは作業員

1名1名に放射線作業者の従事者票ということでカードを配布してそこのバー

コードと被ばく線量を機械的に突き合わせるというような仕組みができてお

りますので、これまで 3月、4月分で発生したような問題は発生しにくいとい

うふうに考えています。それから、現在合わせて約 1,500 名の人間がまだ内

部被ばく評価の未確定という状況でございますけれども、こちらに関しまし

ては連絡が取れていない者を除けばほぼ 8 月中には確定できるものと考えて

おります。なお、引き続きまだ 132 人の者が連絡が取れないという状況でご

ざいますので、そちらの方は元請企業と合わせて連絡を取っていけるように
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進めたいというふうに考えております。 

 

Ｑ：2点追加、お願いします。この 8月上旬までに設置されるとされる 6台のホ

ールボディカウンターで、現時点では何台か追加されたものはあるんでしょ

うか。 

 

Ａ：（東電）今のところ 2台が Jヴィレッジの方にございます。 

 

Ｑ：あと 1 点は、この工程表にも盛り込まれています、個人線量計の数値の自

動記録化の話も出ましたが、これはもう始まっているんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）自動記録化といいますか、そちらの方はまだでございます。今のと

ころは個人線量とその当人がバーコードで一致させるということで、自動記

録という意味では記録ですし、そういう意味では若干進みつつあるという状

況でございます。今後は、システムそのものの、いわゆる登録センターへの

システムそのものの回復を考えていきたいと思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○共同通信 服部 

Ｑ：共同通信の服部です。本日、大臣がいらっしゃらないので園田政務官にお 

 尋ねします。先ほど松本さんから、本日の窒素封入をもってステップ 1 の大

きな山を越えることになるというお話がありましたけれども、改めて確認な

んですけれども、ステップ 1 の終了をもって緊急時避難準備区域の見直し解

除の検討に入るということで御真意は変わりないかということと、あと警戒

区域、計画的避難区域については冷温停止をもって検討に入るという方針に

変わりないか、御確認をお願いします。 

 

○司会  

その 1問でよろしいですか。 

 

Ａ：（園田政務官）お答えを申し上げます。まず、本日から 3号機への窒素封入

が行われるということで、正しくこのステップ 1 における大きな山場がこれ

で乗り越えられるというか、水素爆発の回避という点では 1 つ大きく前進を

するものであるというふうに私どもは捉えさせていただいています。したが

って、今日以降、その状況を見ながら今後ステップ 2 に向けてしっかりとま
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た更に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。その

際に、緊急時避難準備区域の縮小といいますか、それも含めて今後検討して

いかなければならないというふうに思っているところでございまして、言わ

ばどの時点で明確にお答えするということは、今の段階ではちょっとお答え

はなかなか難しいところがございます。正しく大臣も先般お答えをさせてい

ただきましたけれども、これからそういったことも含めて検討を申し上げて

いくというところの段階であるということだけでございます。 

 

Ｑ：そのステップ 2 以降で警戒区域、計画的避難区域の検討に入るという方針

に変わりはないということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）申し訳ございません。ちょっと私自身の理解がひょっとした

ら誤っているかもしれませんが、細野大臣、補佐官の時代からステップ 2 の

終了をもって、警戒区域も含めて見直すということを明確に言及したという

ことは、ちょっと私は聞いておりません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会  

御質問のある方。では、そちらの男性の方、お願いします。 

 

○共同通信 岡坂 

Ｑ：共同通信の岡坂です。東電の松本さんにお願いします。ステップ 2 への移

行の絡みで伺うんですけれども、コンテナの検討が盛り込まれていますけれ

ども、以前少し概要は伺ったんですけれども、改めて今の段階でコンテナと

いうものをどういうものを想定されているかということを教えてください。

それと、格納容器の漏えい箇所の密閉については、ステップ 1 で盛り込まれ

ていながらなかなかできていない状況だと思うんですけれども、できていな

い理由、どういったところが難しいのかということと、それとステップ 2 で

出てくる格納容器自体の冠水との関連なんですけれども、冠水ができればこ

の漏えい箇所の密閉というのは逆に必要なくなるというふうに理解していい

んでしょうか。以上、お願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、原子炉建屋のコンテナでございますけれども、こちらに関し

ましてはまだ具体的に皆さまにお伝えできるようなレベルまでは達しており

ません。こちらの方は、将来的にまず使用済燃料を取り出すですとか、そう
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いうことのためにはより強固な建屋を覆うものが必要だろうと。要は今、1号

機、3 号機、4 号機に関しましては建屋の天井がない状況でございますので、

使用済燃料を取り出す等のことを考えますと、より強固な天井クレーンを支

えるですとか、キャスクを吊るといったようなものが必要だろうということ

で、今、検討の方を進めている段階でございます。具体的な仕様ですとか工

程といったものをきちんとステップ 2 の中で考えていきたいというふうに思

っております。それから、格納容器の漏えい箇所、それから格納容器の冠水

でございますが、こちらは 5月 17 日に見直しをかけた際から、表記といたし

ましてはちょっと分かりにくいんですけれども、点線の表記にさせていただ

いています。私どもは当初、格納容器の漏えい箇所を密閉して、格納容器ご

と冠水させて燃料を冷却するということを、4 月 17 日の段階では目指してお

るということで報告させていただきましたけれども、なかなか格納容器に水

がたまらないという状況をかんがみまして、5 月 17 日から循環注水冷却とい

うことで方針を変更しました。現在実現している状況でございますけれども、

この状況を維持しつつ冷温停止の方に向かっていきたいというふうにステッ

プ 2 では考えています。したがいまして、この格納容器漏えい箇所に関しま

しては、漏えいがあるのは事実でございますので、何らかの閉止措置という

のは必要だろうというふうには思いますし、それができれば冠水といったこ

ともできるというふうに思っておりますけれども、現時点ではこの循環注水

冷却によりまして安定的な冷却と冷温停止には達成可能というふうに考えて

おりますので、こちらの方が何か達成できていないから何かステップ 1、ステ

ップ2で問題になるというふうなことではないというふうに思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。コンテナで 1 点確認ですけれども、そうするとこ 

れはむしろ燃料取り出し等の作業に資するためということであって、放射性

物質の放出を抑えるためという目的ではないということですか。 

 

Ａ：（東電）当然、建屋は覆われますので、放射性物質の抑制には寄与すると思

いますけれども、まず目指しているのは使用済燃料ですとか、あとはその将

来を見越しての工事ということになります。 

 

Ｑ：以前、松本さんでない別の方だと思うんですけれども、これができれば放

射性物質の飛散を完全にコントロールできるというふうにおっしゃったよう

な、ちょっとこちらの方に記憶があって、そういう理解でよろしいんでしょ

うか。 
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Ａ：（東電）当然、このコンテナができた暁には、使用済燃料の取り出しですと

か、その先の格納容器ですとか圧力容器を開けていって、損傷した燃料をど

うするのかというようなところまで、年オーダーの仕事にはなりますけれど

も、そういったことになりますので、いずれにしろ、放射性物質の抑制とい

うものはこのコンテナの大きなテーマだとは思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会  

御質問のある方。では、後ろの男性の方、お願いします。 

 

○エネルギーと環境 清水 

Ｑ：清水です。園田政務官に伺いたいんですが、昨日、菅首相が脱原子力とい

うことを表明されたわけですけれども、これの手順というか、どういうとこ

ろ、どういう場で政府としてのその具体的な、今度のステップを踏まえてい

くのか、それを今の時点でどういう方針でおられるのか、それを 1 点伺いた

い。それともう一つは、脱原子力ということからいくと、原子力の新増設計

画というものに対しても何らかの方針が出てきて当然だろうと思うんですけ

れども、その辺はどういう、原子力の新増設計画ですね、今、進んでいるも

のもあるわけですから、それがどういう整理というか考え方で対応していく

のか、その 2点を是非説明してください。 

 

Ａ：（園田政務官）まず、いろいろ今日の新聞各社も含めて報道の中身を私も拝

見させていただいておるところでございますが、まず、総理自身が脱原発と

いう言葉を使ったというふうには私は実は認識をさせていただいておりませ

ん。正確には総理の言葉としては、私としては、これからの日本の原子力政

策として原発に依存しない社会を目指すべきだと考えるに至りましたと。つ

まり、計画的、段階的に原発依存度を下げ、将来は原発がなくてもきちんと

やっていける社会を実現していく、これがこれから我が国が目指すべき方向

だと、このように考えるに至りましたということと同時に、またこれの政策

についても幅広く国民の皆さん方にお訴えをされていくんだろうというふう

に私は理解をさせていただいております。したがって、今、正しく私も入ら

せていただいておりますけれども、政府の中ではエネルギー環境戦略会議と

いうところがございます。そこにおいて、電力需給の関係も含めてエネルギ

ー政策について議論をしているところでございまして、ここにおいて今後の

政府としての考え方というものが整理をされていくものだというふうに理解
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をさせていただいております。したがって、その新増設というか、どういう

形でこの原子力政策が行われていくのかということは、正しくこの会議の中

で構想が打ち立てられて、そして正しく総理がおっしゃったのは長期的な展

望だろうというふうに思っておりますけれども、そこに至るまでの構想がこ

の環境戦略会議の中でお示しができるものかどうか、それはちょっと私の立

場では予断をもって申し上げることはこの場ではできないということでござ

います。 

 

Ｑ：いわゆる、脱原子力という言い方と、総理が言った原子力に頼らない世界、

依存しない世界という、その意味が違うということがもう一つよく分からな

いんですけれども、それはどういうところで違うのかというのが 1 点と、そ

れと原子力を今後どうするかというのは、正に原子力委員会の原子力政策大

綱とか、そういうものを検討あるいは議論する場というのは従前からあるわ

けですよね。現に議論もしているわけですから。何かよりに環境会議がそれ

に取って代わるというのはもう一つよく分からないんですけれども、要する

に現行制度的なものは無視してというか、関わりなくやっていくということ

なのかどうか、その辺もちょっとお願いします。 

 

Ａ：（園田政務官）失礼しました。構想的には、このエネルギー環境戦略構想会

議の中ではいろいろな議論、検討がこれから正しく進められていくんだろう

というふうに思っておるところでございまして、原子力委員会であるとか、

あるいは様々な機関の中できちっと議論は、当然ながら行われるという形に

なります。最終的にはどういう形で政府の方針という形に落ち着けるものか

どうかは今後の議論を見てみないと、まだこの場では何とも申し上げられな

いということでございます。それから、脱原発と、それから総理のおっしゃ

った、正確にもう 1 回申し上げますけれども、計画的、段階的に原発依存度

を下げ、将来は原発がなくてもきちんとやっていける社会を実現していく我

が国の目指すべき方向だということに考えが至りましたということ。したが

って、脱原発という定義を、どうぞ逆に皆さん方がしていただいて、この総

理のおっしゃった言葉が脱原発なんだというふうに定義づけるのであれば、

それはそれでそのように書いていただいてもいいのかというふうに思います

けれども、総理が、この定義が脱原発だという定義づけを昨日の記者会見で

やったというふうには、ちょっと私は今の段階では捉えられていないという

ことでございます。 

 

Ｑ：最後にします。今、おっしゃったことで、そうするといつぐらいまでにと
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か、時間的なイメージ、20 年とか 30 年とか、あるいは 50 年かけるのかとか、

そういうものというのは全く総理の頭にはない形で昨日は話をされたと、そ

ういうことでいいんですか。 

 

Ａ：（園田政務官）それは正しく総理に聞いていただければというふうに思って

おるんですが、少なくとも 20 年、30 年、50 年だというようなことを政府の

中で決めているということではありません。 

 

Ｑ：結構です。 

 

○司会  

それでは、御質問のある方。では、前の女性の方。それと斜め後ろの男性の

方、続けてお願いします。 

 

○テレビ朝日 新谷 

Ｑ：テレビ朝日の新谷と申します。電力供給の関係で東京電力にお伺いします。

答えていただくのはどなたでも結構です。最近、横須賀の火力発電所、古い

施設の復旧ですとか、あとはガス、火力発電機の新設、それから広野の発電

所の方も、今日、明日じゅうに全面再開ということなんですけれども、これ

だけで 400 万 kW、供給量が増えているわけなんですが、夏の電力供給力に関

してこれで余裕が増したというふうにお考えでしょうか。それから、増設と

いうのはこれでもう手を尽くした、これ以上はないというふうにお考えなん

でしょうか。お願いします。 

 

Ａ：（東電）東京電力の需給見通しに関しましては、7 月 8 日に公表させていた

だいたとおり、供給力として 7月下旬に 5,680 万 kW、8 月末で 5,550 万 kW と

いうような状況でございます。こちらに関しましては、御質問の中にござい

ましたとおり、広野の復旧ですとか横須賀の長期停止中のプラントも含めて

復旧できるものは間に合せたというような状況でございます。したがいまし

て、今のところ新たにこれ以上の供給余力がどこにあるかというようなとこ

ろについてはまだ具体的なものはございませんけれども、引き続き安定供給

を目指して様々な手段を考えていきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：ただ、夏に向けてかなり増設分、増えた部分もあると思うんですけれども、

これでかなり余裕が生まれたというふうにお考えでしょうか。それともまだ

まだ電力供給としては足りない、節電を呼びかけていくという考えに変わり
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はないんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）数字といたしまして 5,680 万 kW に対しまして需要が 5,500 万 kW と

いうふうに見込んでおりますので、皆さまの節電の御協力も得ましてこうい

った状況になっております。しかしながら、需給面に関しましては依然とし

て厳しい状況というふうに考えておりますし、今回、新増設した設備に関し

ましても、こちらは万一トラブル等で停止したら途端にまた厳しい状況にな

るということでございますので、一概に供給余力ができて余裕ができたとい

うような状況ではないと思っております。 

 

○司会  

では、後ろの男性の方、お願いします。 

 

○ファクタ 宮嶋 

Ｑ：月刊誌のファクタの宮嶋ですが、昨日の総理のお話の中にありましたけれ

ども、経産省については自らも信頼しないし国民も信用できないんだとかな

りはっきりしたお話があったと思うんですが、そこで加藤さんに伺いたいん

ですけれども、総理がこういう結論に至るに当たって、専門的な知識、知見

から、安全委員会が総理に対していろいろ助言されたりした経緯があるのか、

それを一つ伺いたくて。2つ目は政務官に伺いたいんですけれども、昨日の発

言を基にすれば、当然仕事の仕方が変わるんだろうと、原子力のこの安全に

関する問題については、経産省は保安院ではなくて安全委員会を中心にやっ

ていくというふうに私は聞いたんですけれども、すると仕事の仕方は当然変

わってこないとおかしいんだと思うんですけれども、正にそれは細野さんが

やることだろうと、そこはどうなのか。要するに総理がもう信頼は置けない

とおっしゃったわけですから、その組織が東電にいろいろ資料を要求して、

それを審査しても、やはりそれはもう少し、今の総理の言葉を受けてどうい

う形でやっていくのかということを伺いたい。それから 3 番目に、昨日も御

質問したんですけれども、南相馬市を含めたあのかいわいだと、規制は区々

になっているわけですけれども、現場で歩くと分かるんですけれども、前の

めりでもう 7月 19日ぐらいから解除になるんじゃないかと言っている人が多

いんですよね。すると、どうも政府の中で一部の人は、実は除染も何も終わ

っていないんだけれども、かなりパフォーマンスでどんどん解除できるとい

うようなことをおっしゃっているからそういうふうになっているんじゃない

か。あるいは、今日なんかの報道を見ましてもかなり前のめりじゃないかと

いうことを昨日、御質問したんですけれども、一体だれが避難準備区域を含
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めたそういう微妙な問題について責任を持って対応されているのか、それを

伺いたいです。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、安全委員会は、今回の事故に関しては

技術的な助言は行ってきておりまして、それはホームページに公開されてい

るとおりですけれども、安全規制の組織体制の問題について助言を行ったこ

とはないというふうに承知いたしております。いずれにいたしましても、安

全規制というのは法令に基づいて行うということが大前提であると思います

ので、安全委員会としては保安院には一次規制庁としての役割をきちんと果

たしていただきたいというふうに考えております。 

 

Ａ：（園田政務官）私からは、今の細野大臣の役割、役目も含めてお話をさせて

いただきますが、当然ながら今の細野大臣が負っているその担当は、まずこ

の原子力事故の抑制と、それから再発防止策をしっかりと行うということが

まず第一義的にございます。それと同時に、内閣府にあります原子力委員会

と原子力安全委員会、こちらの 2 つの委員会の所管をさせていただいている

ところでございまして、当然ながらこれから経済産業省にある保安院の在り

方も含めて、それは経産大臣であります海江田大臣と、それから細野大臣の

下でこれからの安全規制の在り方も含めて組織の見直しということが行われ

ていくものであるというふうに理解をさせていただいています。このことに

ついては細野大臣が就任以来申し上げているところでございますけれども、

これもしっかりと細野大臣のもとで、また海江田経産大臣と連携をさせてい

ただきながら、政府の中の位置づけとしてこの 2 人の大臣が中心となってや

っていくということになっていくと思います。それから、避難準備区域の見

直しについて、あるいは先ほどの御質問にもありましたけれども、他の区域

の見直しに関しましても、これは原子力災害対策本部、ここが行っていくと

いう形になりますので、これは御案内のとおり前大臣、本部長が総理という

形になっておりますので、ここの下でしっかりと議論が行われていくわけで

ございます。 

 

Ｑ：そこの事務局長は細野さんでしたよね、違いましたか。 

 

Ａ：（園田政務官）事務総長。 

 

Ｑ：そうですよね。 
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Ａ：（園田政務官）事務総長が細野大臣ということです。 

 

Ｑ：けれども、現場的に見ると、この間大臣が福島県まで行かれて、毎週のよ

うに行くとかおっしゃっていたわけだから、地元的には細野さんがやってい

るんじゃないかと思っている人が多いと思うんですけれども。実際に細野さ

んは大臣に就任した後、準備地区の解除についてお話をされたから多分地元

はそういうふうになったんだろうと私は理解しているんですけれども、それ

は違いますか。 

 

Ａ：（園田政務官）事務総長という立場でのこの原子力災害対策本部を司るとい

うのは正しくおっしゃるとおりでございます。そしてまた、細野大臣も就任

の際、あるいはステップ 1 の終了、そしてそれに伴うステップ 2 のロードマ

ップの改定についてもお話をした際に、この計画的準備区域、避難準備区域

についての話もしてあるのは事実であります。それをしっかりと今後検討を

行っていかなければならないという意識をお話しをしたものでございまして、

何か予断を持って皆さん方に誤解がもしあるようでしたらおわびを申し上げ

なければならないというふうに思っておりますけれども、それで先々週、福

島県の佐藤知事にお会いした際には、知事の方にもしっかりとお伝えをさせ

ていただいているところでございます。 

 

Ｑ：もう一点だけ伺いますけれども、役人はやはりだれが任命したかでその方

の指揮命令力は決まるというふうに私は理解をしていますから、今のいわゆ

る保安院のお役人の方も、内閣府に併任かけるとか、はっきりそういうふう

に変えていかないと、基本的に私は総理の言葉を受けて仕事をしていること

にならないんじゃないかと思うんですけれども。組織論にはよく分からない

んですけれども、その辺の課題としまして、そういうふうになっていないん

じゃないですか。実際は保安院は実態は結局経産省なんですよね。だから、

そこのところはやはりある程度頭のヘッドを変えるとか、任命権者を変えて

内閣府で併任かけるとかしないと、私もほとんど理解できないんですけれど

も、昨日、総理はあれだけの発言をされて、どういう形でこれからやってい

くのかというのはね。 

 

Ａ：（園田政務官）当然ながら、その問題については当初から申し上げておりま

すように、保安院の在り方、それと安全規制の在り方をしっかりと見直して

いきたいということは明言をさせていただいておりますので、どういうやり

方がいいのか、それはもう正しくこれからしっかりと細野大臣の、そしてま
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た海江田大臣と連携をさせていただいてつくられていきたいというふうに考

えてはおります。 

 

○司会  

よろしいですか。それでは、御質問のある方。では、こちらの前の男性と、2

人後ろの男性の方、続けてお願いします。 

 

○読売新聞 中島 

Ｑ：読売新聞の中島です。園田政務官に 1 つお伺いしたいのですが、原発に依

存しない社会を目指すのであれば、ちょっと今のストレステストとの考え方

の整理をしていただきたいのですが、原発に依存しないのであれば、今、止

まっている原発はもうそのまま廃炉にすればいいような気もするのですが、

でもストレステストをやって再稼動をしようとしている、ここは矛盾してい

るように思うのですがどう整理されているのかというのを教えてください。

それから、安全委員会の加藤さんにお伺いしますが、先ほどのステーション

ブラックアウトの件ですが、そういう議論があったということはその事務局

の中で話をされていたと先ほどおっしゃっておりましたが、この 93 年の会議

以外にも何か勉強会とか、あるいは部会の下にぶら下がっているグループで

あるとか、昨日公表されたもの以外にもステーションブラックアウトについ

て検討されたことがあるのかどうか、その辺を教えてください。それと、そ

れに関連して保安院の森山さんに、旧通産省時代も含めて、一次行政庁とし

てステーションブラックアウト対策を検討したことはあるのかないのか、そ

の辺を教えてください。 

 

Ａ：（園田政務官）先ほども少し申し上げましたけれども、総理の発言で、将来

は原発がなくてもきちんとやっていける社会の実現という形で、例えば先ほ

どの御質問にも出ましたけれども、直近のこの夏の電力需給、あるいはこの

冬の需給、あるいは来年の電力需給という観点からすると、現実的にこれは

国会での議論にもなっておりますけれども、ある方向の 1 つのコンセンサス

は得られているんだろうと思いますが、直近のこの電力需給、エネルギー政

策からすると、では明日から全ての原子力発電所を止めていいのかというと、

それはもう産業に与える影響、それから国民生活に与える影響、大混乱を来

すのはもう目に見えているわけでございます。この 3 月発災以来からようや

く東京電力さんにも御協力といいますか、最大限の力を振り絞って努力をし

ていただいて、ここまで言わば電力供給力を高めていただいて、何とかでは

ありますけれども東京電力の管内は 15％の節電で済んでいるところで、当初
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はもう少し高い値を政府の中では検討されていたのは事実でございまして、

大変な逼迫をした状況であったというふうに私は認識をいたしております。

そういう観点から申し上げると、総理も今すぐに原子力を全て止めていいの

かというと、そういうことは記者会見の中でも申し上げていないわけでござ

いまして、したがって当面の原子力、将来は原発がなくてもきちっとやって

いける社会の実現というその後に、一方では国民の生活、あるいは産業にと

って必要な電力を供給することも政府の責任としてやっていかなければなら

ないということを申し上げております。そこの直近の課題という観点からい

くと、電力需給をしっかりと、供給力を責任としてやっていくということで

あるならば、当然ながら、今、定期点検中の原子力の稼動に向けて実行して

いかなければならないという、その政策というものがあり得るというふうに

なります。でも、その際にやはり今般の事故を受けまして、原子力に対する

国民の大変な安全性に対する信頼感というものは揺らいでいるというのは、

これは厳然たる事実だろうというふうに思っておりますので、そこの点に対

しまして、総理も含め海江田大臣、そして細野大臣、更には枝野官房長官、4

人の閣僚がそろってしっかりと稼動に向けてのストレステストをやっていか

なければ、考えていかなければならないという形で、今般、ストレステスト

というものを打ち出させていただいたということでございます。 

 

Ｑ：補足でお聞きしたいのですが、原子力については分かりました。その先に

ある使用済核燃料の再処理であるとか、あるいは高速増殖炉「もんじゅ」と

か、その辺についての今後の見通しというのは政府の中でどのような認識に

なっているんでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）それについては、おっしゃるとおり今後の原子力政策の大き

なエネルギー政策ということで議論をしていかなければならないというふう

に考えておりますので、政府内においても一義的にはやはり経済産業省、そ

して大きなエネルギー構想という形で申し上げるとエネルギー環境戦略会議、

こういった会議体がございますので、そういったところで幅広く議論をして

いくものでございます。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、全交流電源喪失について、これ以外の

資料がないかというお尋ねでしたけれども、結論から申し上げると、これ以

外にないとはまだ断言できないと思っております。それで、今回こういう形

で見つかったわけでありますけれども、本日、各課長には自分の課の行政文

書の目録を自分自身でちゃんと確認するようにということを申し渡したとこ
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ろでありまして、そういう中でこれからの指針の改定の議論、過去の経緯を

よく洗おうということになっていますので、それに資する資料があれば当然

そういったものも出してというのが、この問題にかかわらず議論していくと

いうふうにしてまいりたいと思います。 

それから、昨日ホームページに載せた報告書に関して、若干、昨日の説明

で間違って伝わっていたかもしれない点がありましたのでお伝えします。報

告書の中身そのものではなくて、公開して差し支えないか関係者の意見を聞

いていたというところなんですけれども、昨日の私の説明では、行政文書の

開示手続の一環として聞いていたというふうに説明したように多分伝わって

いたと思うんですけれども、実態はそうではなくて、明日、指針の検討をす

る小委員会があるわけですけれども、そこに出そうということを 1 週間ぐら

い前にそういう方針を決めまして、それに向けて公表して支障がある情報が

ないかどうかを関係者に確認していたということでありました。明後日出す

ので昨日を期限としてやっていた。そうしたところ、個人情報だけは消して

くれということがあったということと、昨日、新聞に出たということで社会

的関心も高いので、昨日、その確認が取れた上ですぐホームページで公表し

たということであります。 

 

Ａ：（保安院）保安院ですが、ステーションブラックアウトにつきまして、保安

院、あるいは保安院設置前の資源エネルギー庁時代におきまして、そういっ

た検討があったかどうかということの御質問でございますけれども、そうい

ったことはあったという情報は持ち合わせておりませんが、改めて確認をし

てみたいと思います。 

 

○朝日新聞 小堀 

Ｑ：朝日新聞の小堀です。森山さんにお伺いします。これはフジテレビが先ほ

ど報道していたんですが、保安院の職員が EU にストレステストの情報収集の

ために派遣されているということなんですが、EU にストレステストの情報収

集、いつから行かれて、あとどういうことを聞かれているのか、何か国ぐら

い訪ねられたのか、あとその位置づけですよね。EU のストレステストを参考

にして安全評価をするというふうにおっしゃっていましたけれども、今にな

って派遣して情報収集するというのは明らかに遅いと思うんですけれども、

どういう、誰の指示でいつからいつまで行っているとか、その具体的なこと

を教えていただいてもいいでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）保安院は、国際担当の職員もおりまして、頻繁に海外に行ってお
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ります。IAEA の閣僚会議後、そういった各国との意見交換ということで、確

か今週、担当室長が欧州に行っておりまして、基本的には今後の IAEA 総会に

向けた意見交換とか、そういったことをやるという中で、そういった機会が

ありますので、ストレステストについても情報交換してくるというふうに承

知しております。ちょっと今、何か国とかいうところまではちょっと情報を

持ち合わせておりませんけれども、今週いっぱいぐらいの予定だったと思い

ます。様々な議論の中で欧州にまいりますので、ストレステストについても

意見交換をしてくると。何か国かあったと思います。フランスですとかフィ

ンランドとかですね。ちょっと今、全部は承知しておりませんが、そういう

趣旨で行っておりますので、それはそういう機会をつかまえてよく意見交換

といいますか、情報交換をしてまいる、そういう趣旨でございます。 

 

Ｑ：特にストレステストのためだけに行ったのではなくて、IAEA の総会が 9 月

にありますけれども、そういったものについても一緒に行く中でそういうこ

とを聞いているという、そういう理解でいいんですか。 

 

Ａ：（保安院）はい。今 IAEA 総会のみならず、規制機関としていろいろ情報交

換、閣僚会議のフォローアップですとか、更に次の IAEA 総会に向けての準備

とか、様々な情報交換をするために、これは割と頻繁に保安院のそういった

管理職クラスは海外に出向いたり国際会議に出たりしておりますので、今回、

海外に出張しておりますので、そういう機会にこのストレステストについて

も情報交換をしてくるというふうに私は承知しております。 

 

Ｑ：あと済みません、松本さんに、この安定化センターのことでお伺いしたい

んですが、これ小森さんが写っておられますけれども、その 2FF に安定化セ

ンターを作って、これは全体会議で具体的にどういうことを、今、これは話

されている場面になるんでしょうか。8部門ぐらいあって、水の処理とかいろ

いろなことをやっておられると思うんですけれども。 

 

Ａ：（東電）こちらの撮影時間は 7 時 30 分となっておりますけれども、私ども

といたしましては毎日夜の 7 時から全体会議という形でミーティングを行っ

ております。こちらは福島第一の安定化センターが中心となりまして、福島

第一の原子力発電所の緊急時対策本部、それから私どもの本店の本部、それ

から第二、それから柏崎、それからオフサイトセンター、福島事務所等をつ

なぎまして、まずは基本的には本日の作業の実績と明日以降の予定という確

認をしていくという状況でございます。こちらに関しましては、こういった
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状況を報告するとともに、日々の課題、例えば今回のような水漏れのあった

場合には原因の分析ですとか、あるいはその対策にどういう方針で、例えば

安定化センターはこう考えているんだけれども、本店、あるいは発電所側は

どういうふうに考えるかというような議論をする場ということで日々運用し

ているところになります。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会  

御質問のある方。では、そちらの前の男性の方と、それから後ろの席の前の

左の男性の方、お願いします。 

 

○共同通信 新井 

Ｑ：共同通信の新井といいます。熱中症対策の件で東電さんにお尋ねします。

確認なんですが、これまで熱中症若しくは熱中症と見られるという形で診断

されて倒れられた作業員の方、1F と J ヴィレッジの方で合わせて何人いらっ

しゃるのかということ。それから、これまでクールベストはどれぐらいの枚

数をトータルで配布しているか。東電さん以外のゼネコンの方もあると思う

んですけれども、そこの内訳も含めて教えてください。それから、今、暑さ

対策としては休憩所を設置するなり、それから休憩時間を増やすなりという

ところがあると思うんですけれども、今、そういった、いわゆるハード面じ

ゃなくてソフト面の対策というのはどういったことがあるのか、もし幾つか

あれば教えてください。お願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、熱中症若しくは熱中症の疑いということで診断、医務室等で

休憩した者等を含めまして、福島第一原子力発電所で働いた者の総数といた

しましては 7 月 12 日までで 29 名という状況でございます。なお、この数字

に関しましては、Jヴィレッジ等で休んだだけというような者は含んでおりま

せん。あくまで福島第一で働いて、福島第一の医務室若しくは帰る途中で気

分が悪くなって J ヴィレッジの医務室に行ったというような人間でございま

す。それから、クールベストに関しましては、私どもといたしましては約 1,500

着等を準備いたしておりますし、また各企業さんごとでも何着か用意してい

るようでございますが、各元請企業さんでは何着保有しているかについては

確認しておりません。それから、対策でございますけれども、クールベスト

のほか、ネクタイといいますか首筋を冷やすようなものも併せて今回準備を

しているということでございます。なお、ソフト面の対策でございますけれ
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ども、こちらの方はそれぞれの作業班若しくは現場監督者が熱中症管理者と

いう役目を担っておりまして、まずは作業開始前のミーティングの際に、そ

もそも体調が不良な者はいないかというようなチェックから始めまして、そ

の際にきちんとクールベストを着用するですとか、1時間ごとに休憩を取って

いこうというふうなことを作業班若しくは現場監督者の指示範囲内でやって

いくというようなことを現在行っております。 

 

○NHK 田辺 

Ｑ：NHK の田辺と申します。東電の松本さんにお伺いしたいんですが、循環注水

冷却の水処理系の件で、今日の午前中にベッセル交換の仮置き場のクレーン

不具合という話がありましたが、修理状況ですとか現状どうなっているかに

ついてお伺いしたいのが 1点と、もう一点、そのベッセル交換等を踏まえて、

今、リークチェックされているということですが、大体どれぐらい時間がか

かるのかという見通しが分かれば教えてください。 

 

Ａ：（東電）クレーンの不具合につきましては、ボルトを交換いたしまして復旧

の方は終わっております。現在、メーカーによります健全性確認を実施中で

ございますので、そのまま使えるということになりましたらベッセルの交換

に入る予定でございます。それから、リークチェックの方でございますけれ

ども、リークチェック等でもちろん問題がなければそのままボンプの試運転

といいますかインサービスに入るということになりますが、そんなに何時間

もかかるような仕事ではないというふうに思っております。 

 

Ｑ：ベッセル交換については、これはベッセル交換できないと再稼動というの

はできないということですか。 

 

Ａ：（東電）いえ、ベッセル交換は隔離さえしておけば、水処理システムの運転

とは別に交換作業はできます。 

 

○司会  

御質問のある方。後ろの席の前で手を挙げている方。それと、ではそちらの

前の席の後ろの方、お二人お願いします。 

 

○フジテレビ 柴木 

Ｑ：フジテレビの柴木と申します。松本さんにお願いします。窒素封入につい

てお伺いしたいんですけれども、毎時の注入量が何㎥かということと、あと
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格納容器の漏えいもあるかと思いますが、何日程度に中の空気が窒素に置き

換わって安定してくるのか。あと、今後の 3 号機の作業について、圧力計や

水位計の校正とかもあると思いますが、どういった予定があるかをお聞かせ

ください。2点目に汚染水についてお伺いしたいんですが、汚染水の処理量が

想定していた 50t から 43t に低下していたかと思いますが、この原因につい

て分かったのかどうか。あと、新たに導入したサリーなんですが、現状、直

列での運用を検討されるような系統図なんですが、これを並列で使うことに

よって下がった処理効率を上げる、回復することができるのかをお聞かせく

ださい。最後、アレバのトラブルについて、昼に出たかもしれないんですが、

扱う水は 103レベルということだったんですけれども、なぜ 2分交代で作業を

するほど雰囲気線量が高かったのか、理由をお聞かせください。以上、お願

いします。 

 

Ａ：（東電）3号機の窒素封入に関しましては、1時間当たり 14 ㎥での封入を予

定いたしております。それから、置き換えるかどうかでございますけれども、

単純に計算すれば格納容器の空間部分の体積÷14 ㎥でございますけれども、

一様に置き換えるとも思えませんので、こちらは今後連続的に注入したいと

いうふうに思っております。それから、3号機の作業関係では水位計、圧力計

の校正作業は今のところできておりません。まだ建屋の線量の問題がござい

ますので、こちらの方は被ばく低減対策等を踏まえた上で計画していきたい

というふうに思っております。それから、汚染水の処理能力の方が、当初 50

に対しまして、先週は 43、今週は 37 という状況でございますが、こちらに関

しましては、現在、原因の方を検討中でございます。配管の上がり下りがあ

るわけでございますけれども、そこのところに何かエアだまりのようなもの

があるのではないかということで調査の方を進めております。それから、サ

リーでございますけれども、こちらは、今日お見せした図はキュリオン、サ

リー、アレバというような形で直列でつながっておりますけれども、運用そ

のものはそれぞれ単独でも運転できるように配管の引き回しは行っておりま

す。まだ、御指摘のとおり、並行運転して 50t を確保するのかというような

ところでございますけれども、運用方針等に関しましては今後のサリーの試

運転の方を見ながら考えたいというふうに思っております。それから、アレ

バの汚染水の線量でございますが、こちらはやはり廃スラッジ等を蓄えると

ころもございますので、アレバの処理水を置いている場所そのものは比較的

線量は高いというふうに聞いております。場所によりましては、今回、2回同

じところが漏れたわけでございますけれども、10 日のところはここまで高く

なくて 50mSv/h 程度、今回の場所は 100～150mSv/h ということでございます
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ので、そういった配管そのものというよりも内蔵している廃液等の影響を受

けているのではないかと思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○朝日新聞 佐々木 

Ｑ：朝日新聞の佐々木です。海底の核種分析の関係でちょっと東京電力にお尋

ねしたいんですけれども、物揚げ場の海底土のサンプリングをしたのは今回

が初めてということでよろしいのかということと、今後の測定の頻度とか、

ほかの測定点の検討とかはどう考えておられるのか。それで、今回初めてと

いうのはなぜ今なのかということも併せてお尋ねできればと思います。それ

と、実際その海水の濃度とこの海底土の値との相互関係といいますか、例え

ば巻き上げによってある程度の値が維持されていると考えたらいいのか、そ

この解釈についてもお尋ねさせてください。以上。 

 

Ａ：（東電）この物揚げ場のところの海底土のサンプリングはこれまでから考え

ますと、トータルで 2回目ということになります。初めてではございません。

それから、海底土のサンプリングに関しましては、これは以前御案内させて

いただいたとおり、今までは福島第一の北側と南側でそれぞれ 3km の地点で

取っておりましたけれども、今後サンプリング点を増やしまして、3か月に 1

回程度の割合で海底土のサンプリングを行う予定にしております。それから、

今回のデータの解釈でございますけれども、過去 4月 19日に採取したときは、

ヨウ素が 5.2×104Bq/kg それから、セシウム 134 が 9.0×104Bq/kg、セシウム

137 が 8.7×104Bq/kg ということで、こちらに関しましては従来よりも 1桁多

いという状況でございます。なお、この原因につきましては、やはり高濃度

の汚染水が漏出した影響で濃度の高い水が流出したわけでございますけれど

も、それが時間の経過とともに沈降又はシルトフェンス沿いに流れていって

沈んだものというふうに考えております。したがいまして、今後ともこの海

底土のサンプリングにつきましては継続的に行っていきたいということと、

今回は鋼管矢板を南防波堤のところに打つ予定がございまして、その際、こ

のシルトフェンスを開け閉めしますので、そういった影響もあるのかという

ことで事前にサンプリングを行ったものでございます。今後、引き続き監視

をしていきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：済みません、ちょっと追加なんですが、今は前回に比べて沈降で増えたと

いうことなですけれども、逆にこれが海水の方の汚染源といいますか、潮流
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による巻き上げ等でなかなかその値が減っていかない原因になっている可能

性もあるんですかね。あと、この物揚げ場自体はシルトフェンスの外側だと

思いますけれども、今後、こういったシルトフェンスの外側で防潮堤の内側

についての何か対策というか、そういうことを具体的に何か考えられている

ことはあるんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）まず、海水に関しましては、やはり今回のように時間の経過ととも

に沈降する部分が多いのではないかと思っています。ただ、この物揚げ場付

近は今回のように鋼管矢板を入れるための船の出入りですとか、今後、1号の

建屋カバー設置工事のための鉄骨を搬入するために船が入ってまいりますの

で、その際に海底土を巻き上げるような形で海水中に拡散する可能性はあろ

うかと思っています。ただ、自然の状態で海底土から何か海水中の方へ移行

していくというよりも、海水の方から海底の方に沈降している方が多いので

はないかと思います。また、今後の問題でございますけれども、現在このシ

ルトフェンスの開閉に伴いまして、港湾の出口のところで水のサンプリング

を行う予定にしておりますので、そこのところのモニタリングに応じて今後、

検討していきたいというふうに思っております。 

 

○司会  

済みません、あと御質問のある方は何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。 

前列がお 2 人、後ろの方はお 3 方、では、前のお 2 人に先にやっていただきま

して、あと後ろのお 3 方でお願いしたいと思います。では、前の方、そちらか

ら。 

 

○読売新聞 今津 

Ｑ：読売新聞の今津です。東電の松本さんにお願いします。今更の質問で大変

恐縮なんですけれども、プラント関連パラメーターを拝見しますと、1 号、2

号、3号の給水ノズル温度と圧力容器下部温度を書いていただいているんです

が、これをよく見ますと 1 号機、2 号機は 1 か月前に比べて実は 2、3℃ほど

上がっていると。3号機は 1℃下がっているんですけれども、これは注水量を

大分絞り込んだ結果じゃないかと思われるんですが、結局安定はしているけ

れども、冷えるという意味では余り進んでいないといえるんじゃないでしょ

うかという点。それから、結局のところ、これは内部の水温なり燃料の温度

というのは何度ぐらいというふうに理解すればいいんでしょうかという点。

それから、別の話になりますが、1号機の建屋カバーが進んでいますけれども、

3号機、4号機はもう既にこれは設計が済んでつくり始めているんでしょうか。
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このスケジュールを教えてください。それとまた別の話で恐縮です。地下へ

の汚染水の拡大の防止という意味で、サブドレンのモニタリングをされてい

らっしゃると思うんですけれども、これはトータル何か所になりましょうか。

箇所数はかなり増やしておられると思うんですが、これで仮に数値が上がっ

た場合、どういう対処をお考えか。今までも時々少し上がっては観察という

感じで流出はないという御説明をいただいていますけれども、もし今後、仮

にこの数値が上がってくるようなことがあった場合、どういう対処をお考え

なのか。それに追加して、地下の壁という話がありましたが、これは現在検

討中という理解でよろしいでしょうか。以上、お願いいたします。 

 

Ａ：（東電）まず、圧力容器の温度でございますけれども、若干の変動はござい

ますけれども安定した状態というふうに判断いたしております。御質問にあ

りますとおり、冷えているという状況ではなくて現状維持というような状況

でございます。したがいまして、3.7なり3号機は9㎥でございますけれども、

この状態で落ち着いているということになります。更に水量を減らせばもう

少し高い温度で設定すると思いますし、水量を上げればもう少し低い温度に

なっていくというふうに考えております。現時点では特段、この 120℃から 3

号機で 150℃近くありますけれども、特に大きな支障がございませんのでこの

ままの状態で維持したいというふうに思っております。なお、水温でござい

ますけれども、圧力容器の温度という形で観測されている以外は中の状況に

ついてははっきりまだ分かりません。一応、崩壊熱に相当する蒸気が発生し

て、格納容器それから圧力容器の中はその状態での飽和蒸気で満たされてい

るというふうに考えております。それから、3、4 号機の建屋カバーにつきま

しては、今のところ具体的なところまでまだ進んでおりません。こちらに関

しましては 1 号機は建屋の方が、上の方は損壊いたしましたけれども、比較

的きれいな状況といいますか、壁等の崩落が見られておりませんので先行い

たしましたけれども、3、4号機側をどういった形でやっていくかについては、

今、検討中ございます。それから、サブドレンのモニターでございますけれ

ども、こちらは 1号機から 4号機までは各タービン建屋の 4か所、それから 5

号機、6号機で 1か所ずつ、それから集中廃棄物処理建屋関係で 8か所か 9か

所取っていると思います。こちらに関しましては、基本的には地下水の水位

と中の建屋を見ながら管理しておりますので、地下水側に漏出していくこと

はなかなか考えにくいと思いますけれども、漏水した場合にはこの漏出箇所

の特定ですとか、あるいはこの漏出水のくみ上げといったようなことが対策

としては考えられるかと思っております。それから、最後になりますが取水

壁でございますけれども、こちらの方は、現在、具体的な設計を進めている
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という段階でございます。今後、地下に漏えいした水、あるいは今後漏えい

してくる可能性がある水が海洋に流れていかないようにといった工事、それ

から工法が適切なのかについて、今、検討を進めている段階でございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。そうしますと、圧力容器への注水量そのものを今

後増やすという計画は今のところはないという理解でよろしいのかしら。 

 

Ａ：（東電）当面、何かするということはないというふうに思っております。ま

だ水処理システムそのものが安定というふうにはちょっと近づいていないと

いう状況でございますので、まずは水処理システムの方をきちんと動かして、

目標でございますタービン建屋の水位といたしましてはO.P.約3mというとこ

ろを目指したいと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。あと、もう一点、済みません。確認です。中の温度は結局

分からないということなんですけれども、推定としてはどれぐらいの温度と

見ていらっしゃるんですか。 

 

Ａ：（東電）ちょっと解析等でどれぐらい評価できるのかについては確認させて

ください。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○共同通信 須江 

Ｑ：共同通信の須江と申します。東電の松本さんと保安院の森山さんにお伺い

します。松本さんに、まずこのような質問で恐縮でございますが、3号機原子

炉建屋上部の核種分析結果について確認させてください。これは、ほかのも

のと同じように取った場所は上空 5m ぐらいの場所でよろしいんでしょうか。

それから、濃度 0.00 倍というのは、これはいわゆる濃度限度と比べて 1％未

満という理解でよろしいんでしょうか。それから、通常は、要するに事故前

は、大体こういうところは ND、検出限界未満ということでよろしいでしょう

か。それから、ほかの 1 号機ですとか 5 号機ですとかと比べると濃度がかな

り低いかという印象を受けるんですけれども、これは単純に時間的な経過の

問題なのか、それとも 3 号機特有と考え得る理由があるんでしょうか。その

点をお願いします。それから、保安院の森山さんですけれども、調整運転の

件でお伺いしたいんですが、調整運転は泊 3 と大飯 1 ですが、もう 4 か月と

いうことで長々とやっているのは知っていたのに、結果的に放置という形に
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も取れるんですけれども、なぜ長期間、もっとはっきりとした指導とかそう

いったことをしていなかったんでしょうか。それから、これは関電と、あと

北海道電力から、最終検査の申請があると思いますけれども、その場合には

粛々と、つまり普通の手続どおりに受け付けることになるのか、それとも何

か付加的な注文、条件、指導、指示など付けるような、決定事項のようなお

考え、イメージがあるのかどうか、お考えをお聞かせください。よろしくお

願いいたします。 

 

Ａ：（東電）まず、3 号機の原子炉建屋上部のサンプリングでございますけれど

も、こちらはコンクリートポンプ車で取りまして、以前と同じ箇所でござい

ます。建屋の南西コーナーで外壁から内側に 5m 程度入ったところで、鉄骨の

上部から内部に 1m 程度入れたところになりますので、アームの先から 3m 下

というところになります。具体的にはほぼ建屋の上部数メートル上というこ

とでよろしいかと思います。こちらの方はこれまで 10-6 というような今回の

結果でございますけれども、以前測定したものが 10-4、それから 1号機、4号

機もその程度でございましたので、値としては低くなっております。ただ、

この結果につきましては、風の問題ですとか具体的にどういった気象環境で

すとか、ほかの号機でもどういったサンプリングがあるのかというようなこ

とがございますので、少し今後はデータを積み重ねて評価していく必要があ

るのではないかと思っております。それから、通常ですとこちらに関しまし

ては ND、検出限界未満というのが平常値でございます。 

 

Ｑ：数値の問題なんですけれども、この濃度限度分の試料濃度の代数 0.00 とい

うのは、これは 1％ないということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、そうです。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございますけれども、泊 3号、大飯 1号につきましては、

緊急安全対策、あるいはシビアアクシデント、こういったものを優先させる

ために定期検査の最終段階であります総合負荷試験といいますか、最終的な

試験が遅くなっているということで、その試験期間は未定ということで変更

の申請がございました。そういったことは十分理解できるわけでございます

けれども、そういった緊急安全対策あるいはシビアアクシデントも既に 6 月

でほぼ終わっているはずですので、そういった状況にもありますので、保安
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院から事業者に現在の状況を確認し、こういった定期検査という法定検査を

受けないことは法令上の問題になる可能性もあるということでその検査を受

けるようなことを促しをしておりまして、今、基本的には両事業者ともその

準備をされているというふうに承知しております。それから、何か追加的な

ものがあるのかということですけれども、これはあくまでも定期検査の一環

として行っておりますので、これ自体については特に追加的なものはないと

いうふうに考えております。 

 

Ｑ：済みません、森山さんに追加で。そうしますと、緊急安全対策を優先させ

とありますけれども、3 月中旬までに 2 つとも今の調整運転に入りまして、8

月中旬ぐらいには一月程度の目安は立っているんですが、ちょっと私も頭の

中がごちゃごちゃしているんですけれども、例えば緊急安全対策など、5 月、

6月頭とかに要請が出ていますが、つまり 4月の段階では逆に追加実施のため

の安全対策が必要だったので、試験を受けるのが遅くなってしまうのはもう

やむを得ない、こういう判断で今まで起動していたのかということでよろし

いんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）御質問の趣旨は。 

 

Ｑ：つまり、4月の中旬ぐらいで通常の調整運転期間で一月程度は経過している

と思うですけれども、もうその段階では先の震災安全対策の方は優先だとい

う、そういう見解だったんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）そういうことで安全対策、そのときはまだシビアアクシデントと

いうのは追加的なものですからあれですけれども、緊急安全対策を優先する

のでその延期をしたいという申請であったというふうに事業者から説明があ

ったと聞いております。 

 

Ｑ：そうしますと、つまり 6 月中旬ぐらいまで 3 か月程度は要るのはやむを得

ないという、保安院としてはそういう判断になったということでしょうか。 

  

Ａ：（保安院）結果的には緊急安全対策、それから追加的な対策もございますの

で、それはある程度やむを得ない面もあるだろうと思います。しかしながら、

そういった対策を終了しているというふうに理解しておりますので、当然そ

の必要な検査は受けていただく必要があるということでございます。 
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Ｑ：済みません、最後もう 1 点。先ほど、最後の安全検査について、これ以上

のことは普通に準備を受けるというお話であったと理解しているんですけれ

ども、そうしますと、このような調整運転の長引くことがないようにという

ような口頭での指令ですとか通知ですとか、若しくは報告徴収ですとか、そ

ういったものは考えていらっしゃらないという、そういう理解でよろしいで

しょうか。 

 

Ａ：（保安院）今のところは考えておりません。少なくともその事業者と調整を

取らせていただいている中では検査の準備をされているということでござい

ますので、そういったものが更に検査を受けられるような状況になれば別で

ございますけれども、今のところ追加的な注意とか指導ということは考えて

おりません。 

 

Ｑ：済みません、最後に追加に 1 点だけ。あと、今後のストレステスト、いわ

ゆる安全評価にもかかってくる問題かと思うんですけれども、今、停止中の

ものは 1 次評価を受けて再起動して調整運転に入って、調整運転のうちに 2

次評価を受けることもあると思うんですが、例えばそういった 2 次評価に入

る準備があるので、ちょっとまた調整運転が長引いたとか、そういったこと

は余りないとは思うんですけれども、何かそういったことがないように改め

てほかの原発に通知とかプラントに指導とか、そういったことをされる予定

はありますか。 

 

Ａ：（保安院）今の御質問は 2次評価があるので、その間は調整運転をしたいと

いう。 

 

Ｑ：そちらの準備があるのでちょっとそちらの準備の方を優先させたいという

ような。 

 

Ａ：（保安院）それは全く別物だと思います。それはそもそもその運転中にしっ

かりとその評価をするというのはこのストレステストを参考にした安全評価、

2次評価になるわけでございますので、それとその定期検査とはまた別問題だ

と思っております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

Ａ：（東電）ちょっと、先ほどの質問を訂正させてください。私は前回の測定結
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果が増えたというふうに申し上げましたけれども、前回の測定結果はセシウ

ムで申しますと 10－4のレベルで、今回、10－5か 10－6でございますので、1 桁

から 2 桁減っているという状況でございます。それから、サンプリング点で

ございますけれども、今回は建屋の上部ではなくて建屋の中の鉄骨の方の約

1m ほど中に突っ込んだような形でサンプリングを行っております。 

 

○司会  

それでは、先ほど手を挙げていただいた、まずそちらの男性からお願いしま

す。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、まず、東京電力の松本さんに。原子炉の温度        

なんですけれども、これは以前にも聞いたんですが、まだ冷温停止の定義が

決まっていないということなので、何をどう下げるかというのは細かくは出

ないと思うんですが、例えば現状を維持していくと、今、各温度を取ってい

るところ、温度が分かる部分でいつごろどういうふうに下げるような目標に

しているのか、下げられるようなものなのかというようなものは検討されて

いますでしょうか。水処理のシステムが安定には近づいていないという状況

なんですが、現状は先ほどのお話だと、格納容器の方の閉塞も難しいとする

と、今の状況を続けるしかないと思うですが、この状況で水を入れたとして、

いつごろ、どのぐらいまで温度が下がるのかというのを教えてください。そ

れから、保安院の森山さんに。まず、アレバの修理の、先ほど、現状入って

いるところが、線量が 100 から 150 に、前回より随分上がっているんですが、

これスラッジがあるとすると、今後はどんどん線量が上がっていくと思うの

で、そうすると修理のたびにそういう線量が上がるところに入らなければい

けないという状況が出てくるようにも思うんですが、修理がなければいいん

ですけれども、その建屋の中の状況というのを保安院はどういうふうに評価

されていますでしょうかというのと、あともう一つ。保安院の森山さんにお

願いしたいんですが、クールベストの元請の配布状況を東電の方では確認し

ていないということなんですが、保安院の方では報告書等も徴収しているよ

うにも思うので、その元請の方でどこの元請が幾つぐらいクールベストを持

っていて、現状、今まで 29 人のうちどこの元請が、各社からそれぞれ熱中症

がどのぐらい出ているのか、そういった細かい状況というのは保安院の方で

は把握していますでしょうかというのと、これから把握するようなことにな

るんでしょうかというのをお願いします。 
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Ａ：（東電）まず、東京電力からお答えさせていただきますけれども、現在の原

子炉の注水は、いわゆる崩壊熱に従いまして圧力容器から漏れる量を勘案し

た形で注水を続けております。したがいまして、何をいつの時点でどうされ

るかというよりも、このままの状態をキープしているということになります。

したがいまして、水処理システムの方の現状が安定し、注水量が増やせると

いうことになりましたら注水量を増やしまして原子炉を冷却するということ

になります。 

 

Ｑ：分かりました。例えば今後、いずれにしても温度は下げていく方向にしな

いといけないと思うので、水を入れたらこのぐらい各部分の温度がこれぐら

い下がるというようなシミュレーションというのはされていないんでしょう

か。 

 

Ａ：（東電）シミュレーションというよりも、漏れる量以上に注水をして、損傷

した原子炉燃料そのものを冠水してしまうと、比較的急激に温度は下がると

思っております。 

 

Ｑ：でもそれは可能なんでしょうか。以前それをやろうとして、結局あの水位

は増えなくて断念したように思うんですが。 

 

Ａ：（東電）水量を増やせないのは、建屋から漏れているからでございまして、

水処理システムの方が安定的に運転ができる。要は漏れてくる量を確実に処

理できるということができましたら注水量を増やすことは可能ということに

なります。 

 

Ｑ：とはいえ、サリーが動くと幾つぐらいになるか分からないんですけれども、

現状の水処理システムでも 1 時間当たり 50t が上限だと思うんですが、例え

ばこの上限の部分を流したら、1 号機から 3 号機まで合わせて 50 なので、そ

れぞれ 15 ぐらいだと思うんですけれどもそのぐらいの水を流すと、各部分が

どのぐらい温度が下がるかというようなシミュレーションというのはされな

いんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）逆に今の時点でする必要はないと思っています。今は増やそうと思

っても増やせない状況でございますので、今後、水処理システムがきちんと

動くようになって、タービン建屋の水位が 3m を切り、比較的雨水や、豪雨等

の不確定な要素を考えても環境への漏出する率が少ないというような判断に
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なりましたら、注水量を増やして冷やすということになろうかと思います。 

 

Ｑ：済みません、そうすると、現状、工程表でステップ 1 を目標にしている安

定的な冷却というからには温度が下がっていくことだと思うんですが、そう

するとそのめどがまだ付いていないようにも思うんですけれども、その辺は

いかがでしょうか。 

 

Ａ：（東電）温度が下がっているかどうかではなくて、安定的な冷却でございま

すので、崩壊熱に見合う注水量がきちんと確保できていれば安定的な冷却は

適正にできていると思っております。 

 

Ｑ：そうすると、温度を下げるのが目的ではなくて、今の温度を維持するのが

目的ということですか。 

 

Ａ：（東電）安定的な冷却と言いますのは、きちんと水が注水できて、いわゆる

炉心の損傷がこれ以上拡大しないですとか、水素が大量に発生しないという

状況でございまして、実際に温度を下げていくというのはステップ 2 の冷温

停止ということになります。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、森山さんお願いできますか。 

 

Ａ：（保安院）今、2 点ございまして、1 つは建屋の中の状況、被ばくの線量の

状況という御質問だったと思いますが、この水処理システムの設置される際

に、幾つか保安院として重視したことはございますが、それは当然、スラッ

ジが地下に置かれるということで、まずは作業環境として 1 階部分にいろい

ろな設備が主にありますので、そういった作業環境は十分その被ばく上の問

題がないかといったような点、それからベッセルの交換に当たって、どうい

うような考えであるかと、一応 4mSv というような考えは一応ございますけれ

ども、そういった点を確認したことと、それからトラブルにつきましては、

特に外部への漏えいというものを重視をして確認をしてまいりました。こう

いった原子力施設の場合に、特にこういう高濃度のものを扱う場合にはどん

なトラブルかにもよりますけれども、放射性物質による線量が高くなるとい

うことは十分考えられるわけでございまして、それに対して適切な計画、今、

被ばくを下げる計画を作って作業をしていただくということになりますが、

こういった点につきまして、保安院といたしましては、施設の信頼性という

ことをしっかり高めていただく必要があるだろうと。これまで様々なトラブ
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ルがございまして、初期トラブルでやむを得ない面はあるんですけれども、

やはりシステムが大体見えてきたということもあり、本日は保安院の方から

この薬液注入で同じようなトラブルが発生していたこともあり、こういった

トラブルを踏まえて再発防止を行って、本件に限らずトラブルの未然防止と

いうことをしっかり検討して欲しいと。その際には被ばくにも十分注意して

やっていただきたいという口頭での指導をしております。したがいまして、

今度このトラブルの状況、あるいはその被ばくの状況も踏まえて未然防止、

あるいは信頼性の向上という観点からも、保安院としてもしっかりと見てい

きたいと思っております。それから、今度はクールベストの件でございます

けれども、基本的には熱中症対策につきましては厚生労働省からの指導があ

るわけでございまして、先日、確か 6 名ぐらい熱中症の方が出られたことが

ありまして、保安院といたしましても厚生労働省の指導というものをしっか

り踏まえて取り組んでいくという指導をしてきております。クールベストを

どこの元請がどれくらい持っておられるかというところまでは把握しており

ませんが、個別の熱中症のケースにつきましてはそういった対応をされてい

たのかどうかということはその都度、東京電力から聞いております。今のと

ころ、個別の元請の方が何着クールベストを持っておられるかというところ

までは調査する予定はございませんけれども、東京電力の方からは基本的に

は十分の量のそういうものは準備されているというふうに伺っております。

もちろん、クールベストに限らず、作業の時間帯とかいろいろな、あるいは

水分の補給とか、非常にきめ細かな対応が必要だと思いますので、そういっ

たことを細かく厚生労働省からの指導にもございますので、そういうものを

しっかりと持っていただきたいということを保安院からも指導をしていると

ころでございます。 

 

Ｑ：分かりました。済みません、そのクールベストの関連なんですが、東京電

力の方で配布しているものについてはきっちりその管理ができているように

も思うんですけれども、元請の方の管理というのが責任を持ってどこがやる

のかと、先ほどの松本さんのお話だと、元請の方は元請の方で配布している

ということなので、その辺はきっちりその保安院の方で見ていく必要もある

のではないかと思うんですが、これは保安院ではなくて、例えば厚労省が見

ていったりするようなイメージというのは、森山さんの方ではあるんでしょ

うか。 

 

Ａ：（保安院）厚生労働省からの指導は、東京電力の社員の方に対する熱中症対

策だというふうには理解しておりませんで、あくまでも作業者、ここで働か
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れる方に対する熱中症対策だと思っておりますので、保安院といたしまして

は、まずは保安院が規制をしております東京電力において元請関連といいま

すか、協力企業も含めてしっかり対応をしていただきたいというふうに思っ

ております。 

 

Ｑ：分かりました。そうしましたら、ちょっとこれはお願いなんですが、元請

の方でどういった種類のクールベスト、これは性能を含めてですが、どのぐ

らいの時間使えるものを配っているのか、そういったものを含めて、もし可

能であれば保安院の方で確認していただければと思うんですが、お願いでき

ますか。東京電力のものは細かく物が出ているんですけれども、元請の方で

はどういったものを出しているのかというのは、元請の方に聞いても、基本

的に J ヴィレッジに聞いたんですが、そういった福島の作業に関しては外に

公表しないことにしているということだったので、保安院の方で確認してい

ただければと思います。 

 

Ａ：（保安院）どこまで確認できるか分かりませんけれども、検討してみたいと

思います。 

 

○司会  

では、次の方。あと後ろの席でお二人いらっしゃると思いますけれども。ど

うぞ。 

 

○NHK 横川 

Ｑ：NHK の横川です。初めに、東電の松本さんに確認したいんですけれども、福

島第一のサブドレンからの放射性物質の検出の資料で、これちょっと以前も

一度お伺いしているので改めてお伺いしたいんですが、2枚めくって、2号機

のサブドレンの放射能濃度のところで、セシウムが横にずっと行っていて、

ヨウ素の方は恐らく半減期に合わせて減っていっているんですけれども、ほ

かのサブドレン等見ると、やはり明らかに挙動は違うわけなんですが、これ

をどのように評価といいますか、どういうふうに見ていらっしゃるのか、つ

まり、余り水の動きがないんじゃないかというふうにも見えるんですけれど

も、その辺りはどう見ていらっしゃるかというのを教えてください。あと、

園田さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、ストレステストについて

なんですが、先週、ストレステストの話が出て、安全委員会の方で 1 週間を

めどに、いわゆる保安院の方から安全委員会の方に、どういった方式でやる

のかとか、どういった内容、項目をやるのかという、その計画的なものを挙
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げて欲しいというふうには出ているんですが、政府、政治の方として、いつ

ごろまでに保安院の方でそういう具体的なものを固めたものを安全委員会の

方に提出して欲しいというふうにお考えでいらっしゃるのかを教えてくださ

い。 

 

Ａ：（東電）まず、東京電力からお答えさせていただきますけれども、サブドレ

ンの 2 号機分に関しましては、こういった状況が続いております。ほかの号

機ですと、かなり雨水が流入した際に指示が跳ね上がるというようなことが

何度か見られておりますけれども、2号機に関しましては比較的安定的な動き

をしております。御指摘のとおり、セシウムがほとんど横ばいで、ヨウ素 131

が半減期に従いまして減衰というような状況ではないかと思っております。

したがいまして、ある程度2号機のサブドレンに関しましては動きがないか、

若しくは流入の方がつり合っているというふうな感じではないかと思ってお

ります。いずれにいたしましても、中にたまっております高濃度の汚染水に

比べて濃度が 4 桁から 5 桁小さいわけでございますので、汚染水の漏出はな

いというふうに判断いたしております。 

 

Ａ：（園田政務官）私から、ストレステストの件につきましてお答えを申し上げ

ます。先ほどちょっと御質問で、政府としてというふうにおっしゃったと思

うんですが、原子力安全委員会所管の立場でお答えしてよろしいんでしょう

か。そうですね、そういう立場でお答えするんですね、分かりました。それ

で申し上げますと、今正しく保安院の中でその具体的な内容を詰めていただ

いているということでございます。したがって、いつまでにとか時期を私ど

もから、こちらは受け取る立場でありますので、したがってこちらから命令

する、あるいは指示する立場でもございませんので、そういった時期的なこ

とを予断をもって申し上げるということはできないというふうに思っており

ます。ただし、安全という面でしっかりとした安全面を配慮した、そういう

具体的な国民の期待にお答えをしていただけるような形で出していただきた

いというふうには思っております。 

 

Ｑ：分かりました。園田さんに追加で確認させてください。今のお話の中で、

先週、原子力安全委員会の方から、もともと 1 週間くらいをめどに出して欲

しいというものがあったものですから、ここ数日、報道の方でそれを踏まえ

て、今週にも出るんじゃないのかというニュースが続いているわけなんです

けれども、一方では、例えば専門家ですとか、現場の方にいろいろと話を聞

きますと、そもそもこういった基準ですとか項目を 0 から作っていくという
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のはそんな生半可にできるものではないという意見というか声も聞かれてい

ます。一方で、国民から見た場合にはどういうやり方でやるのか、どういう

ものになるのかというのは関心があるわけで、そこは急がなければいけない

とは思っているんですが、急ぐべきなのか、それともしっかり、つまり中途

半端なものを作るんじゃなくてしっかりとしたものを時間をかけて作っても

らった方がいいというふうにお考えなのか、そこら辺どのようにお考えでし

ょうけれども。 

 

Ａ：（園田政務官）要は、安全面を考慮して、より安全性の高いこのストレステ

ストというか安全評価というものを今回導入しようというふうに申し上げた

わけでございますので、当然ながら急いでというその時期というよりは、ど

ちらかというと安全という点を考慮した内容のものがつくられるものではな

いかというふうに私は思っております。 

 

Ｑ：そうすると、時間をかけてでもしっかり作って欲しいというお考えだとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）時間をかけてというか、いずれにしてもどのような時間がか

かるかは、それはもう保安院の中で検討いただいているわけでございますの

で、安全という観点を考慮して作っていただいているものだというふうに思

っています。 

 

Ａ：（原安委）済みません、ちょっと安全委員会から補足しますけれども、先週

6日の安全委員会後の記者会見で、班目委員長が 1週間もあれば出していただ

けるのではないかといようなことを申し上げましたけれども、会議の中では

一切言っておりませんので、安全委員会としてはいつまでに持ってこないと

だめだということは言っていないということです。それで、我々としては、

時期よりも、やはりしっかりしたものを出してもらう、そちらの方がより重

要だと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。そして、今のお話を踏まえて森山 

 さんに確認させていただきたいんですけれども、実務的にしっかりとしたも

のを作っていくことを前提とした場合、いつぐらいまでに保安院として安全

委員会の方にどういったものをやるのか、その手法ですとか中身というもの

を提出したいというふうにお考えでしょうか。 
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Ａ：（保安院）今朝の保安院の会見でも私も申し上げましたが、しっかりしたも

のと同時に、やはりスピード感を持ってやらなければいけないというふうに

保安院は考えておりまして、今、準備をしておりますけれども、こういうの

が可能かどうかまだ確約できるわけではありませんが、今週中、明日ぐらい

には、可能であれば準備を整えれば御説明できるようなふうにもっていきた

いと思っておりますけれども、今、作業をしておりますので、そこは中途半

端なままお持ちするのも、それはいけないことだと思っておりますので、い

ずれにしてもスピード感を持って、できれば明日ぐらいを目途に、可能であ

れば御説明できる準備ができないかということで、今、作業を急いでおりま

す。 

 

○司会  

それでは、その後ろの男性の方、お願いします。 

 

○ダウジョーンズ 大辺 

Ｑ：ダウジョーンズの大辺です。松本さんと、それから坪井さんに質問です。

まず松本さんになんですが、海水の放射線濃度なんですけれども、ほぼ告示

濃度をちょっと下回るぐらいで横ばいが続いているかと思うんですけれども、

ほかの福島第一発電所の近辺の海水なんですけれども、これは確かに告示濃

度のところは下回っているんですが、ほかの地点なんかを見るともっと低い

ところもあったりするので、そうするとこれは基本的にはもっと下がるべき

ものだというふうにお考えなのか。海流があるので拡散してもいいのかとは

思うんですけれども、横ばいが続いているというのは流出、流入がバランス

しているというか、何か限定的な感じでプラントの方から漏れているものが

あると考えた方がいいのかという点が 1 つです。それから、坪井さんになん

ですが、海水に比べて海底の方は放射能濃度の上昇する地点などがちょっと

目立っているような感じがするんですけれども、海底というのはやはり放射

能が拡散しなくて蓄積しやすかったりするとか、そういったような特徴があ

るんでしょうか。それからあと関連して、魚に対する影響なんですが、食物

連鎖などを考えると年末ぐらいが目立った傾向が出てくるんじゃないかとか、

そういうような話はよく聞くんですけれども、その点はどうお考えでしょう

か。あと、最後に松本さんにもう一点なんですが、ロードマップのステップ 1

と 2 の範囲では、基本的に循環注水で冷温停止を達成するということだと思

うんですけれども、中長期的には格納容器を修復するというのが基本的な方

針になるんでしょうか。つまり、原子炉建屋やタービン建屋の地下に水がい

つもたまっているような状態ではなくて、中長期的には基本的にその格納容
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器を直して、その中に水が保管されている状態にするということが長い目で

見た方向性になるのでしょうか。以上です。お願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、海水の状況でございますけれども、指示が出ておりますのは

発電所に近いところの 5、6号放水口の北側と南放水口付近でございますけれ

ども、これは 7 月 2 日ですとかそれ以前のところは継続的に値が出ておりま

すので、棒線になっているように見えますけれども、ここ最近は既にもう ND

ということで指示上はあらわれていないような状況になっています。したが

いまして、この近場の付近もなかなか海流の影響はなかったというふうに思

いますけれども、次第に拡散が進んで、現時点では ND にほぼ近づきつつある

のではないかというふうに思っております。したがいまして、以前から比べ

ますと拡散の程度は遅かったものの、こちらに関しましても徐々に減少して

いるというふうに判断いたしております。それから、ロードマップでござい

ますけれども、今のところは循環注水冷却ということで、建物の中にこぼれ

てきた水を浄化して注水するというラインでございますけれども将来的には

損傷した燃料を冠水させるというような必要がございますので、そういった

意味ではもう少し小さいループでの循環冷却というものは、使用済燃料プー

ルのようなものは将来的には実行していきたいと思っておりますけれども、

こちらはステップ 2 の中で少し具体的な検討を進めていきたいというふうに

思っております。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございますが、基本的には海水から海底の方に蓄積

をするということだと思いますが、ただ今回の資料で言えば、例えば 43 ペー

ジなんかを見ていただくと、減る傾向にあるところもあるということなので、

蓄積したものが更に海流に取られていくということもあろうかと思います。

ただ、本当にこれは各場所によって傾向が違っているので、なかなか一律な

分析は難しいような状況かとは思います。あと、海産物への影響ということ

では、これは水産庁の方で測っていただいていまして、海藻の分析もやられ

ていますし、あとヒラメのような、いわゆる海底に近いところの魚の分析な

ども行われているという状況ですので、人間への影響ということではそうい

った海産物のモニタリング結果をしっかり注視していく必要があるんだろう

と思っています。今のところ、最近、魚の方から限度を超える値は出ていな

いんではないかと思います。 

 

Ｑ：済みません、ではそれぞれ 1 つだけフォローアップでいいでしょうか。松

本さんに 1 つなんですが、小さいループとすると、そうすると基本的には冷
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却というのは建屋の外で行うような感じで、必ずしも長期的に見ても格納容

器を完全にもう一回密閉状態に戻すというのは、現状としては目標としては

ちょっと考えにくいということになるのでしょうか。それが 1 つです。それ

から、坪井さんの方なんですが、現状では魚から特に限度を超えるようなも

のは最近出ていないということなんですが、よく食物連鎖の話なんかも出て

くるんですけれども、その食物連鎖のことを考えると、どれくらいの期間、

注視していかなければいけない、モニタリングというのをしっかりやらなけ

ればいけないのかという点を教えてください。以上です。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますが、格納容器をどれぐらいリークタイトな状

況まで戻すかどうかについては、今後の循環冷却の設計次第だと思っており

ますので、少し今の時点では未定です。 

 

Ａ：（文科省）食物連鎖の関係から言いますと、例えばこの海水とか海底土の中

にある程度値が検出されている間はそれが連鎖していく可能性があると思い

ますので、ちょっといつまでかというのは直ちに申し上げられないと思いま

す。やはり、最終的には取れた水産物の方の値がどれだけ検出限界以下で続

くとか、そういうところもよく見ていく必要があるので、今の時点でちょっ

といつまでとかいう期間はなかなか申し上げにくいんじゃないかと思います。

ちょっとまた水産庁の方で具体的知見があるかどうか確認してみたいと思い

ます。 

 

○司会  

それでは、先ほど手を挙げていただいた方は以上で終わりになりましたけれ

ども、では最後です。よろしくお願いします。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりです。よろしくお願いします。まず、文科省の坪井

審議官に、冒頭で御報告いただいていたら申し訳ないんですけれども、各大

学に震災の原発事故関連の予算がどのような名目でどのくらいの金額が下り

たか、以前お聞きしていた分の回答をいただけたらと思います。保安院の森

山さんにお願いします。ストレステストの関連なんですけれども、以前、シ

ビアアクシデントの解析コードは、自国のものはなく、ほとんど日本は整備

中、開発中ということで、ほぼアメリカのものを使うとお答えいただきまし

たが、今回のストレステストではどこの国のどのような解析コードを使うの

でしょうか。もう一点。11 日に枝野官房長官は EU を参考にしてストレステス
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トを行うと。そして森山さんはアメリカの解析コードを使うとおっしゃって

おりましたが、1970 年から 2000 年までの 30 年間にマグニチュード 5.0 以上

の地震は、ISC カタログと気象庁発刊の地震年報によりますと、イギリスは 0

回、フランスとドイツは 2 回、アメリカは 322 回、日本は 3,954 回とありま

す。でもアメリカと日本は面積の関係がありますので、密度にすると 1,000

倍になります。そのような状態で他国のシビアアクシデント解析コードを使

ってきちんとストレステストを解析できるものかどうか、見解をお聞かせく

ださい。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。昨日、御質問いただきました。実は、

大学へのこういった震災関係の予算が何か 1 つの予算項目でまとまって出て

いるというわけではなくて、いろいろな形で出ているようなので、少し時間

をいただいて検討させていただきたいと思います。補助金というよりは、国

立大学の場合、運営費交付金の中で対応されているものもあるようですし、

以前こちらで御説明させていただいた科学技術戦略推進費を使って対応して

いる部分も、それが結果的に大学の方に行く場合もあったりして、単純にす

ぐまとまるという感じではないので、まとまりましたら御報告したいと思い

ます。 

 

Ｑ：分かりました。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございますけれども、保安院といたしましては、どこの

国のコードであれ、実際にその安全評価を行うコードが実績があり信頼性が

あればそれでいいと考えています。国産コードをどう開発するかは、それは

原子力政策という、そちらの中で、あるいは民間事業者の中で考えていただ

くべきもので、保安院といたしましてはコードそのものの信頼性とか、そう

いうことが大事で、クロスチェックする場合もそういう観点から行っており

ます。それで、今回のストレステストとの関係でございますけれども、例え

ば耐震評価を行うようなことがあると思いますけれども、そういったものは、

例えば建屋の揺れとか、こういうのは日本の中でも様々なコードがあると思

いますし、シビアアクシデントを今回どこまで、シビアアクシデントのコー

ドを使った評価というものを、その全体の中でどの程度の部類になるか分か

りませんけれども、少なくとも耐震安全性の評価には、そのシビアアクシデ

ントコードを使うことはありませんので、それはいろいろなケース・バイ・

ケースで必要なコードを使っていくということになろうかと思います。 
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Ｑ：分かりました。EU のストレステストは、例えば 2 国間のダブルチェックを

しますが、そのような形ではお考えなんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）現在考えておりますストレステストを参考にした安全評価につき

ましては、まずは保安院が事業者の結果を確認し、そして安全委員会がその

内容をまた更に妥当性を確認されるということだと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。シビアアクシデントの解析コードを世界でどこの国がどれ

くらい持っているかを調べておりましたときに、地震多発国で原子力発電所

を持っている国がどのような解析コードを使っているか調べようと思ったん

ですけれども、余り上手に調べられませんで、もし森山さんが御存じでした

ら、地震多発国で原子力発電所を使っている国を教えてください。 

 

Ａ：（保安院）地震多発国、例えばアメリカでも西海岸では地震が多いと思いま

す。ただし、耐震の問題は、当然地震というものを想定して行いますので、

地震が多発かどうかではなくて、そういった地震に対して十分な安全性が取

れるかどうか、活断層の調査から始まって様々な評価を行いますけれども、

そういう問題ではないかと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。では、地震多発国で原子力発電所を持てる国はどのような

シビアアクシデントの解析コードを使っているか御存じでしてたら教えてく

ださい。 

 

Ａ：（保安院）保安院としては承知しておりません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会  

それでは、以上で本日の質疑を終わりにさせていただきたいと思います。東

京電力より本日の作業状況についての説明があります。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

  まず、原子炉への注水の状況でございますが、本日 17 時現在、1号機は 3.5

㎥/h、2 号機も 3.5 ㎥/h、3 号機は 8.9 ㎥/h での注水でございます。それから、

格納容器の窒素ガスの封入でございますけれども、17 時現在、1 号機は格納



46 

 

容器の圧力 143.1kPa、窒素総封入量は 6 万 5,200 ㎥となります。2 号機は、

格納容器の圧力 15kPa で、窒素総封入は 5,000 ㎥となります。3号機は、現在

のところ、午後 8 時に窒素封入を開始する予定でございますが、開始等の実

績につきましては 101 のプレスルームの方でお伝えしたいというふうに考え

ております。続きまして、使用済燃料プールの状況でございますけれども、2

号機は 17 時現在、水温が 39℃でございます、3 号機は、同じく 17 時現在、

31.4℃ということになります。タービン建屋内の溜まり水の移送でございま

すけれども、2号機、3号機は、現在、プロセス主建屋の方への移送を継続い

たしております。6号機に関しましては、本日、移送を行っておりません。な

お、仮設タンクからメガフロートに関しましては 10 時から 17 時の間、実施

いたしております。各建屋の水位です。集中廃棄物処理建屋のプロセス主建

屋でございますけれども、17 時現在、水位が 6,019 ㎜でございます。午前 7

時から比べますと 109 ㎜の上昇になります。雑固体廃棄物減容処理建屋の水

位ですけれども、4,166 ㎜ということで、午前 7時と比べますと 7㎜の上昇と

なります。続きましてトレンチの水位です。17 時現在、1 号機はダウンスケ

ール中、2号機は 3,560 ㎜、3号機は 3,727 ㎜で、午前 7時と比べますとそれ

ぞれ 12 ㎜、6 ㎜の低下です。タービン建屋の水位ですけれども、17 時現在、

1 号機は 4,920 ㎜に変化はございません。2 号機は 3,566 ㎜、3 号機は 3,614

㎜、4号機は 3,631 ㎜で、それぞれ午前 7時と比べますと 11 ㎜、7㎜、2㎜の

低下です。1号機原子炉建屋の地下 1階の水位ですけれども、4,353mm で、午

前 7 時と比べますと 13 ㎜の上昇になります。各作業の状況です。4 号機使用

済燃料プール底部の支持構造物の設置工事ですけれども、本日、8 分の 6番目

のコンクリート打設の準備を行っております。リモートコントロールにより

ますがれきの撤去でございますが、本日は 3、4号機タービン建屋海側道路の

がれきの撤去を行いまして、コンテナ 2 個分の改修を行っております。累計

コンテナ数で申し上げますと 406 個ということになります。それから、1号機

建屋カバーの設置工事でございますけれども、2台目のクローラークレーンの

組み立てを行っております。それから、1、4 号機の取水口の南側の鋼管矢板

工事でございますけれども、本日はまだ掃海作業が途中でございまして、ま

だ北側のシルトフェンスの開閉は行っておりません。明日、作業船が出入り

する予定でございますので、その際に開閉を予定いたしております。それか

ら、モニタリングテストの清掃関係ですけれども、本日は第二原子力発電所

のナンバー4の清掃を行っております。明日はナンバー5の清掃を行う予定で

ございます。それから、水処理システムの状況でございます。先ほど申し上

げたとおり、本日 12 時 7 分に漏えい箇所の修理が終わっております。水処理

装置のリークテストが終わりましたら運転を再開する予定でございます。こ
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ちらも再開いたしましたら皆さまの方に御連絡させていただきたいと思って

おります。処理量の累積量も数字の変更等はございません。なお、本日はベ

ッセル 3塔の交換を行っております。東京電力からは以上でございます。 

 

○司会  

以上で、本日の会見を終わりにさせていただきたいと思います。次回でござ

いますが、明日 15日の同じく 16時半からを予定しているところでございます。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 


